
総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策1 (市民の自治意識の啓発を推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-14目     /  臨時経費 

事業名 236 市民協働推進事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 19年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・市民協働の推進に関する条例に基づき、政策形成過程参加手続、地域まちづくり事業、市民協働

事業等を実施し、市民協働による自治運営を推進します。 

事業の目的 

・市民協働への理解促進と市民のまちづくり参加機運の喚起を図ることを目的とします。 

・市民の信託に基づいた行政運営を踏まえ、市民への説明責任を果たします。 

事業の効果 

・市民協働や公益活動に対する意識醸成が図られることで、実際のまちづくり活動に繋がることが

期待できます。 

・市民目線の意見や公平かつ公正な判断をいただくことで、市民に開かれた透明性の高い行政運

営への取り組みが向上します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 257 

・政策形成過程参加手続を実施します。 

・市民協働推進委員会において、市民協働を推進する施策を全般的に審議しま

す。 

令和02年度 257 

・政策形成過程参加手続を実施します。 

・市民協働推進委員会において、市民協働を推進する施策を全般的に審議しま

す。 

令和03年度 257 

・政策形成過程参加手続を実施します。 

・市民協働推進委員会において、市民協働を推進する施策を全般的に審議しま

す。 

合計 771  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

会 議 開 催 回 数 2回 2回 

（見直し中） 
地 縁 団 体 数 256団体 257団体 

サポートセンター登 録 団 体 数 180団体 185団体 

市民活動が盛んだと感じる市民の割合 37.5％ 38.0％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策1 (市民の自治意識の啓発を推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-14目     /  臨時経費 

事業名 7661 市民協働事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 19年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市民協働の推進に関する条例に基づき、市民公益活動団体から提案を受けた公益的事業を対

象に、一定の条件のもとで支援します。 

 市民協働情報誌を発行し、市民協働の周知を図ります。 

事業の目的 

NPO等による公益活動を促進し、地域課題の解決及び地域の活性化を図ることを目的とします。 

事業の効果 

市の主要課題に該当する採択事業が実施されることで、地域課題の解決及び地域の活性化が期

待できます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 3,000 

・申請に基づき自治人権推進課、関係部局及び関係部局長検討会による審査の

うえ決定します。 

・50万円を上限として対象事業費の 1/2を助成します。 

・情報提供、相談・アドバイス等を行います。 

令和02年度 3,000 

・申請に基づき自治人権推進課、関係部局及び関係部局長検討会による審査の

うえ決定します。 

・50万円を上限として対象事業費の 1/2を助成します。 

・情報提供、相談・アドバイス等を行います。 

令和03年度 3,000 

・申請に基づき自治人権推進課、関係部局及び関係部局長検討会による審査の

うえ決定します。 

・50万円を上限として対象事業費の 1/2を助成します。 

・情報提供、相談・アドバイス等を行います。 

合計 9,000  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

実 施 事 業 の 周 知 回 数  4回 4回 

（見直し中） 申 請 事 業 数  5事業 5事業 

実 施 事 業 数  3事業 3事業 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策2 (自治会・町内会等のコミュニティ活動を推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-14目     /  臨時経費 

事業名 778 自治会等活動推進事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・自治会、町内会に対し、市の業務の説明会、掲示板、回覧などの配布を実施し、住民自治活動の

充実が図れるよう支援します。 

・自治会、町内会などと行政と係わりの中で行う事業について、業務委託契約に基づき実施しま

す。 

・自治会、町内会などが実施する公益的な活動や、地域コミュニティの維持、形成に必要な事業に

対し、資金面から支援します。 

事業の目的 

行政文書の回覧、各種委員の推薦等、行政からの依頼事項が的確に実施されるとともに、市民協

働に不可欠な住民自治活動の充実を目的とします。 

事業の効果 

・業務委託契約の締結を通し、地縁組織と行政との関係団体相互の関係として行政との関係を明確

にすることができます。 

・交付金等の支援制度は、協議を通した地縁組織自らの活動評価と、話し合いを通した住民自治活

動の充実に向けた自主的な活動の推進につながります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 37,596 

・地区連合協議会設立の支援及び交付金助成を行います。 

・地区代表者会議、連合協議会会長等会議を通じて、各種情報の提供を行いま

す。 

・行政文書回覧等に係る業務委託契約を締結します。 

・自治会等自治振興交付金を交付します。 

・掲示板の提供・修理、回覧板の提供を行います。 

令和02年度 36,927 

・地区連合協議会設立の支援及び交付金助成を行います。 

・地区代表者会議、連合協議会会長等会議を通じて、各種情報の提供を行いま

す。 

・行政文書回覧等に係る業務委託契約を締結します。 

・自治会等自治振興交付金を交付します。 

・掲示板の提供・修理、回覧板の提供を行います。 

令和03年度 37,539 

・地区連合協議会設立の支援及び交付金助成を行います。 

・地区代表者会議、連合協議会会長等会議を通じて、各種情報の提供を行いま

す。 

・行政文書回覧等に係る業務委託契約を締結します。 

・自治会等自治振興交付金を交付します。 

・掲示板の提供・修理、回覧板の提供を行います。 

合計 112,062  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

自 治 会 等 定 期 回 覧 実 施 回 数 11回 11回 （見直し中） 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策3 (市民活動の情報交流を推進する環境整備を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-14目     /  経常経費 

事業名 129 市民憲章推進事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 昭和 46年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市民憲章推進協議会の事業を支援し、より多くの市民に市民憲章精神の普及と啓発を行います。 

事業の目的 

市民憲章推進協議会に対し、交付金を交付することで、協議会事業を支援し、より多くの市民に市

民憲章精神の普及と啓発を図り、市民憲章 5項目を実現するための活動・実践を促します。 

事業の効果 

ふるさと意識を醸成し、豊かな地域社会を創造するためには、市民憲章精神の普及と啓発が肝要

であり、このための活動を展開する市民憲章推進協議会を支援することにより、市民協働によるまち

づくりに寄与することができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 1,507 

・市民憲章運動推進全国大会参加 

・「市民憲章推進の日」における啓発活動 

・市民憲章推進事業実施団体への助成 

・若い世代に向けた啓発活動 

令和02年度 1,507 

・市民憲章運動推進全国大会参加 

・「市民憲章推進の日」における啓発活動 

・市民憲章推進事業実施団体への助成 

・若い世代に向けた啓発活動 

・市民憲章制定50周年記念事業の開催 

令和03年度 1,507 

・市民憲章運動推進全国大会参加 

・「市民憲章推進の日」における啓発活動 

・市民憲章推進事業実施団体への助成 

・若い世代に向けた啓発活動 

 

合計 4,521  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

視 察 研 修 参 加 者 数  30人 30人 
（見直し中） 

各 種 啓 発 活 動  15回 15回 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策3 (市民活動の情報交流を推進する環境整備を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-14目     /  臨時経費 

事業名 13744 市民憲章運動推進全国大会事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

佐倉市民憲章推進協議会が主催する全国大会に関する事業を支援し、より多くの市民に市民憲章

精神の普及と啓発を行います。 

事業の目的 

佐倉市民憲章推進協議会に対し、全国大会開催に係わる交付金を交付することで、協議会事業を

支援し、より多くの市民に市民憲章精神の普及と啓発を図り、市民憲章 5 項目を実現するための活

動・実践を促します。 

事業の効果 

ふるさと意識を醸成し、豊かな地域社会を創造するためには、市民憲章精神の普及と啓発が肝要

であり、このための活動を展開する市民憲章推進協議会を支援することにより、市民協働によるまち

づくりに寄与することができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 5,000 

・市民憲章運動推進全国大会佐倉大会の開催 

令和02年度 0 

 

令和03年度 0 

 

合計 5,000  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

市民憲章運動推進全国大会佐倉大会来場者数  650人 － － 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策4 (多様な主体が連携した地域づくり活動を推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-14目     /  臨時経費 

事業名 127 地域まちづくり協議会事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 19年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市の主要課題に合致した地域の課題解決が図られる事業に対し、助成金の交付や技術的な支援

を行うとともに、地域まちづくり事業の実施主体の設立等に助言等を行います。 

事業の目的 

自治会単位を超える範囲に備わる地域課題の解決や、近隣の自治会間の連帯意識の醸成、情報

共有により地域の活性化が期待できます。 

 地域団体の連携が自治会単位を超える地域コミュニティを範囲として展開し、最終的に全市的に

市民協働が拡大することを目的としています。 

事業の効果 

地域まちづくり事業が全市的にひろがることにより、市内の多様な地域性にも対応できるとともに、

自治会単位のミクロな自治運営と全市的でマクロな自治運営のはざまの課題を拾い上げる基盤とな

ります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 14,420 

・地域まちづくり事業を実施する団体に対する助成金の交付及び技術的支援。 

・地域まちづくり事業を実施する団体の設立への助言等支援 

令和02年度 14,420 

・地域まちづくり事業を実施する団体に対する助成金の交付及び技術的支援。 

・地域まちづくり事業を実施する団体の設立への助言等支援 

令和03年度 14,420 

・地域まちづくり事業を実施する団体に対する助成金の交付及び技術的支援。 

・地域まちづくり事業を実施する団体の設立への助言等支援 

合計 43,260  

 

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

実 施 事 業 数 120事業 126事業 
（見直し中） 

地 域 まちづくり事 業 の認 知 度 61％ 63％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-18目     /  経常経費 

事業名 14 和田コミュニティセンター管理運営事業 

担当所属 和田ふるさと館 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

利用者が和田ふるさと館の施設・設備を快適に使用できるよう施設の維持管理・運営に努めます。 

事業の目的 

個性あるふるさとづくりも含め、地域の活性化につながる活動の場の提供や、地域を越えて交流を

図るためのコミュニティの場を提供します。 

事業の効果 

・市民文化の向上及び地域福祉の増進、さらには地域を越えた交流を図ることにより、市民の連携

意識と市民活動の促進・向上を行うことができます。 

・雨水利用、太陽光発電設備により、省エネルギー・省資源、環境保全意識の啓発を行うことができ

ます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 9,871 

施設の維持管理・運営を行います。 

令和02年度 9,871 

施設の維持管理・運営を行います。 

令和03年度 9,871 

施設の維持管理・運営を行います。 

合計 29,613  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

利 用 日 数  333日 334日 

（見直し中） 

貸 出 し 率  30％ 30％ 

利 用 人 数  15,000人 15,000人 

１ 日 当 た り 利 用 人 数 50人 50人 

使 用 料 収 入  741,480円 741,480円 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-18目     /  経常経費 

事業名 16 志津コミュニティセンター管理運営事業 

担当所属 志津コミュニティセンター 事業期間 昭和 62年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

志津コミュニティセンターの維持管理・運営を行います。 

事業の目的 

市民が様々な地域・文化活動を行うことができる施設を設置・運営することで、健康で文化的な近隣

社会の形成に寄与します。 

事業の効果 

活動場所の提供により、健康で文化的な近隣社会の形成に寄与する地域・文化活動が活性化しま

す。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 36,654 

施設の維持管理・運営を行います。 

令和02年度 36,654 

施設の維持管理・運営を行います。 

令和03年度 36,654 

施設の維持管理・運営を行います。 

合計 109,962  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

施 設 開 所 日 数 334日 333日 
（見直し中） 

利 用 者 人 数 141,750人 143,167人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-18目     /  経常経費 

事業名 351 西志津ふれあいセンター管理運営事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

西志津ふれあいセンターの維持・管理運営を行います。平成２３年度から志津図書館、西志津市民

サービスセンター、適応指導教室を含めた建物(施設)全体の維持管理に指定管理者制度を導入し

ております。 

事業の目的 

市民が様々な地域・文化活動を行うことができる施設を管理運営することで、健康で文化的な近隣

社会の形成に寄与します。 

事業の効果 

・施設の維持・管理運営を指定管理者に委託することにより、施設の特性を最大限生かした、効率

的かつ効果的なサービスの提供が期待できます。 

・複合施設として各施設と連携を円滑に進めることで、施設全体の利便性を高めることが期待できま

す。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 63,152 

施設の維持管理・運営(指定管理者)を行います。 

【指定期間：平成31年4月1日～令和6年3月31日】 

・必要な修繕を実施します。 

令和02年度 63,152 

施設の維持管理・運営(指定管理者)を行います。 

【指定期間：平成31年4月1日～令和6年3月31日】 

・必要な修繕を実施します。 

令和03年度 63,152 

施設の維持管理・運営(指定管理者)を行います。 

【指定期間：平成31年4月1日～令和6年3月31日】 

・必要な修繕を実施します。 

合計 189,456  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

定 期 連 絡 の 回 数  12回 12回 

（見直し中） 

施 設 開 所 日 数  333日 333日 

利 用 者 満 足 度  90％ 90％ 

利 用 者 人 数  34,264人 34,607人 

【施 設 利 用 者 内 訳 １ 】ホール 26,159人 26,421人 

【施 設 利 用 者 内 訳 ２】会 議 室 12,847人 12,975人 

【施 設 利用者内訳 ３】ギャラリー 15,844人 16,002人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-14目     /  臨時経費 

事業名 447 コミュニティ環境整備事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 24年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

地域コミュニティにおける住民自治活動の拠点施設として、自治会・町内会・区等が管理運営する

集会所の新築、増築、改築、修繕、用地、建物賃借などに対して補助します。 

事業の目的 

市民協働という観点から、自治会・町内会・区等に対しては、福祉だけでなく、防犯・防災、青少年

健全育成、さらには健康づくりまで、地域活動の充実が求められており、活動の拠点となる地区集

会所の新築・建替え、修繕等に対して助成することにより、各地区における住民自治活動の促進を

図ります。 

事業の効果 

住民自治活動の拠点施設である集会所等の経費補助により、自治会活動の充実が図れる他、火災

等の小規模災害時の避難所としての利用に供することも可能となります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 20,282 

・自治会・町内会等が管理運営する集会所の新築・増築・改築・修繕・用地賃借・

建物賃借等に対しての補助。 

・自治会・町内会からの要望に伴うコミュニティ備品の貸出し。 

令和02年度 30,282 

・自治会・町内会等が管理運営する集会所の新築・増築・改築・修繕・用地賃借・

建物賃借等に対しての補助。 

・自治会・町内会からの要望に伴うコミュニティ備品の貸出し。 

令和03年度 30,282 

・自治会・町内会等が管理運営する集会所の新築・増築・改築・修繕・用地賃借・

建物賃借等に対しての補助。 

・自治会・町内会からの要望に伴うコミュニティ備品の貸出し。 

合計 80,846  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

支 援 団 体 数 17件 17件 

（見直し中） 支 援 実 施 率 （支 援 団 体 数 ）  100％ 100％ 

補助対象集会所の建替え及び修繕の実施率 100％ 100％ 
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合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-18目     /  経常経費 

事業名 448 佐倉コミュニティセンター管理運営事業 

担当所属 ミレニアムセンター佐倉 事業期間 平成 12年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

佐倉コミュニティセンター（ホール、会議室 1・2・3・4、音楽練習室、調理室、和室 1・2、市民風呂）の

維持・管理運営を行います。 

事業の目的 

・佐倉地区のコミュニティ施設として、地域活動の推進を図ります。 

・市民グループ等の活動場所として、市民活動の推進を図ります。 

・災害時には被災した市民のための施設として提供する市民風呂を維持管理し、市民サービスの

向上を図ります。 

事業の効果 

・佐倉地区の地域活動の中心的な施設として整備することにより、地域活動やボランティア活動を活

発化することができます。 

・佐倉市内の公衆浴場の一つである市民風呂は、駅前という立地条件から佐倉地区以外からも利

用者があります。 

・有料で提供する市民風呂を災害時には被災した市民のための施設として提供し、安全安心なま

ちづくりにつながります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 25,589 

施設の維持管理・運営を行います。 

・館内全体の安全を確保するため管理員による館内巡視、駐車場の誘導等を行

います。 

・貸館施設の予約受付、使用料の徴収、利用者要望に対応した設営を行います。 

・機械設備等保守点検を定期的に行い、利用者が快適に過ごせる施設管理を行

います。 

令和02年度 25,589 

施設の維持管理・運営を行います。 

・館内全体の安全を確保するため管理員による館内巡視、駐車場の誘導等を行

います。 

・貸館施設の予約受付、使用料の徴収、利用者要望に対応した設営を行います。 

・機械設備等保守点検を定期的に行い、利用者が快適に過ごせる施設管理を行

います。 

令和03年度 25,589 

施設の維持管理・運営を行います。 

・館内全体の安全を確保するため管理員による館内巡視、駐車場の誘導等を行

います。 

・貸館施設の予約受付、使用料の徴収、利用者要望に対応した設営を行います。 

・機械設備等保守点検を定期的に行い、利用者が快適に過ごせる施設管理を行

います。 

合計 76,767  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

佐倉コミュニティセンター利用開館日数  334日 334日 

（見直し中） 
佐倉コミュニティセンターの部屋の貸出し率  73.3％ 73.3％ 

佐倉コミュニティセンター利用者数 83,160人 83,160人 

ホール、会議室等貸館の利用件数 6,040件 6,040件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-18目     /  臨時経費 

事業名 7406 西志津ふれあいセンター施設整備事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

西志津ふれあいセンターの施設及び設備について、経年劣化により更新・修繕等が必要となる箇

所を特定し、所要の整備を行います。 

事業の目的 

西志津ふれあいセンターの施設及び設備について、所要の整備を行うことにより、施設利用者へ

安心・安全・快適な質の高いサービスを保証します。 

事業の効果 

通常の維持管理では対応できない、西志津ふれあいセンター施設の更新・修繕等を行い、快適な

施設環境を維持することにより、利用者の安全面を確保し、安定的かつ継続的なサービスを提供し

ます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 56,966 

西志津ふれあいセンターの維持・管理および施設全館の整備・改修 

①天井改修工事 53,394千円 

②天井改修工事管理業務委託 2,851千円 

③ワイヤレスチューナー修繕 721千円 

※空調設備改修（ESCO事業）0円 

令和02年度 1,229 

西志津ふれあいセンターの維持・管理および施設全館の整備・改修 

防火シャッター危害防止機構取り付け改修工事 1,229千円 

※空調設備改修（ESCO事業）0円 

令和03年度 27,579 

西志津ふれあいセンターの維持・管理および施設全館の整備・改修 

空調設備改修（ESCO事業）27,579千円 

合計 85,774  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

施 設 修 繕 等 の 実 施 1箇所 1箇所 
（見直し中） 

利 用 者 満 足 度 90％ 90％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-18目     /  臨時経費 

事業名 7575 志津コミュニティセンター施設整備事業 

担当所属 志津コミュニティセンター 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

志津コミュニティセンター（北志津児童センター含む）の施設及び設備等について所要の更新・修

繕等を行います。 

事業の目的 

志津コミュニティセンターの施設及び設備等について所要の更新・修繕等を行うことにより、施設利

用者へ安心安全かつ質の高いサービスの提供を図ります。 

事業の効果 

通常の維持管理では対応できない、志津コミュニティセンターの施設及び設備等の更新・修繕等を

行い、快適な施設環境を維持することにより、市民サービスの向上に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 28,033 

志津コミュニティセンター（北志津児童センター含む）の施設及び設備を更新・改

修することにより、利用者の安全と利便性の向上を図ります。 

①非常用発電機バッテリー更新 

②志津コミュニティセンター大ホール天井･内壁改修設計業務委託 

③北志津児童センター屋根改修他工事 

④志津コミュニティセンター大ホール吊看板更新 

令和02年度 104,915 

志津コミュニティセンター（北志津児童センター含む）の施設及び設備を更新・改

修することにより、利用者の安全と利便性の向上を図ります。 

①志津コミュニティセンター大ホール天井･内壁改修工事 

②志津コミュニティセンター大ホール天井･内壁改修工事監理業務委託 

③志津コミュニティセンター大ホール照明設備更新工事 

④志津コミュニティセンター大ホール吊物機構更新工事 

令和03年度 3,300 

志津コミュニティセンター（北志津児童センター含む）の施設及び設備を更新・改

修することにより、利用者の安全と利便性の向上を図ります。 

①志津コミュニティセンター駐車場東側部分植栽植替工事 

合計 136,248  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

施 設 修 繕 等 の 実 施  4箇所 3箇所 （見直し中） 
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計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-12目     /  経常経費 

事業名 7748 ミレニアムセンター佐倉管理運営事業 

担当所属 ミレニアムセンター佐倉 事業期間 平成 12年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・複合施設であるミレニアムセンター佐倉（防災訓練施設、小ホール・会議室・風呂等のコミュニティ 

 施設、市民サービスセンター、消費生活センター等）の管理・運営を行います。 

・駅前という利便性を活かし、市民の防災意識の啓発や市民生活に密着した行政サービスの提供

等がで 

 きる施設として効果的な管理運営を行います。 

事業の目的 

・利用者が快適に使用できる・市民の安全の確保と駅前の利便性 

 を活かした行政サービスを提供します。 

・子供から高齢者まで幅広く利用できる過ごしやすい施設管理を 

 行い、防災都市づくりの一環として維持管理していきます。 

事業の効果 

・コミュニティ施設やサービスセンターは、駅前という交通の利便 性を活かし、市民が気軽に利用

でき、くつろぎやゆとりを感じる 空間として市民サービス向上につながります。 

・市の中心的な防災啓発施設として、訓練や体験を通し防災意識の 啓発を図る施設として、また、

佐倉地域の自主防災組織の活動拠 点として安全安心なまちづくりにつながります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 31,144 

施設の管理・運営を行います。 

・定期清掃、日常清掃を行います。 

・機械設備保守点検、植栽管理等を定期的に行います。 

令和02年度 31,144 

施設の管理・運営を行います。 

・定期清掃、日常清掃を行います。 

・機械設備保守点検、植栽管理等を定期的に行います。 

令和03年度 31,144 

施設の管理・運営を行います。 

・定期清掃、日常清掃を行います。 

・機械設備保守点検、植栽管理等を定期的に行います。 

合計 93,432  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

ミレニアムセンター佐倉利用開館日数 353日 354日 

（見直し中） 

快適環境のための施設整備（修繕を含む）  100％ 100％ 

佐倉コミュニティセンターの利用状況 73.3％ 73.3％ 

会議室等・市民風呂利用人数  85,160人 85,160人 

消 費 生 活 相 談 件 数  1,370件 1,370件 

戸 籍 ・住 民 票 等 発 行 件 数  6,570件 6,570件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計      /  臨時経費 

事業名 9360 ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 

担当所属 ミレニアムセンター佐倉 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市民の防災意識の啓発や、駅前という利便性を活かし、市民生活に密着した行政サービスの提供

等ができる施設づくりを基本として、防災訓練施設と小ホールや会議室、風呂施設等のコミュニティ

施設、消費生活センター、市民相談、サービスセンターの行政サービスの施設の修繕を行います。 

事業の目的 

ミレニアムセンター佐倉は平成12年11月の開館後、18年余りが経過しているため、施設の経年劣

化箇所があり、それを修繕することで、引き続き市民や利用者に対する安全性や満足感の高いサ

ービスの提供を図ります。 

事業の効果 

引き続き利用者が安心、快適に施設を利用することができ、市民サービスの向上に繋がります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 550 

ミレニアムセンター佐倉の修繕等施設整備を行います。 

・１階事務所前防火シャッター修繕 

 

令和02年度 15,751 

ミレニアムセンター佐倉の修繕等施設整備を行います。 

・特定天井改修設計業務委託 

・自動ドア装置交換 

・免震装置定期点検委託 

令和03年度 65,149 

ミレニアムセンター佐倉の修繕等施設整備を行います。 

・特定天井改修工事 

・特定天井改修工事監理業務委託 

・自家用発電機オーバーホール委託 

 

合計 81,450  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

施 設 修 繕 等 の 実 施  7件 7件 
（見直し中） 

ミレニアムセンター佐倉利用開館日数 357日 ３５７日 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-18目      /  臨時経費 

事業名 11230 千代田・染井野ふれあいセンター施設整備事業 

担当所属 
千代田・染井野ふれあい

センター 
事業期間 平成 26年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

コミュニティセンターとして市民が快適に利用できるよう、必要に応じ修繕等を実施し、施設・設備の

維持を行います。 

事業の目的 

市民文化の向上や福祉の増進を図り、市民の連帯意識を高める活動の拠点施設となるコミュニティ

センターの施設整備を実施し、市民や利用者へ安定したサービスの提供を行います。 

事業の効果 

通常の維持管理では対応できない施設の修繕や整備を行い、快適な施設環境を維持することによ

り、市民サービスが向上します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 930 

千代田・染井野ふれあいセンターの施設整備を行います。 

・施設内高木剪定 

・トイレ改修工事 

令和02年度 - 

- 

令和03年度 - 

- 

合計 930  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

施 設 整 備 実 施 回 数 1回 - - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策5 (コミュニティの活動拠点の整備に支援を行います) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-18目     /  経常経費 

事業名 11847 千代田・染井野ふれあいセンター管理運営事業 

担当所属 
千代田・染井野ふれあい

センター 
事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

千代田・染井野ふれあいセンターの維持・管理運営を行います。 

事業の目的 

住民による自発的な活動を行うことのできる施設を設置することにより、市民活動や生涯学習の促

進、及び市民サービスの向上を図り、健康で文化的な近隣社会の形成に寄与します。 

事業の効果 

地域住民による文化、福祉、地域活動が活性化され、市民協働によるまちづくりの推進に寄与する

ことができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 8,970 

施設の維持管理・運営を行います。 

令和02年度 8,970 

施設の維持管理・運営を行います。 

令和03年度 8,970 

施設の維持管理・運営を行います。 

合計 26,910  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

施 設 開 所 日 数 334日 333日 
（見直し中） 

施 設 全 体 の 利 用 者 数 15,900人 15,900人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策6 (市民公益活動に対する市民の意識を高めます) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-14目     /  臨時経費 

事業名 655 ボランティア活動等振興事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・幅広い分野への市民公益活動を促進します。 

・市民公益活動補償制度を継続します。 

事業の目的 

・市民公益活動に対する市民の関心を高めます。 

・市民公益活動中の事故等について補償します。 

事業の効果 

・市民公益活動団体への支援、補償制度を通して、市民公益活動への市民参加を促進します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 1,905 

・市民公益活動の情報を提供する等、市民の公益活動への参加促進を図ります。 

・市民公益活動サポートセンターと連携し、既存の市民公益活動団体の支援を図

ります。 

・市民公益活動補償制度を継続します。 

令和02年度 1,293 

・市民公益活動の情報を提供する等、市民の公益活動への参加促進を図ります。 

・市民公益活動サポートセンターと連携し、既存の市民公益活動団体の支援を図

ります。 

・市民公益活動補償制度を継続します。 

令和03年度 1,293 

・市民公益活動の情報を提供する等、市民の公益活動への参加促進を図ります。 

・市民公益活動サポートセンターと連携し、既存の市民公益活動団体の支援を図

ります。 

・市民公益活動補償制度を継続します。 

合計 4,491  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

保 険 契 約 の 契 約 件 数  1件 1件 
（見直し中） 

自治会やボランティア団体等が取り組むまちづくり活動に参加したことがある市民の割合 36％ 37％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策1-施策7 (市民公益活動に関する推進体制の充実を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-14目     /  経常経費 

事業名 538 市民公益活動サポートセンター管理運営事業 

担当所属 
市民公益活動サポートセ

ンター 
事業期間 平成 15年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・市民公益活動サポートセンターの管理運営及び各種事業を実施します。 

・市民公益活動サポートセンター運営協議会を開催し、センターのあり方や各種事業について意見

を聴取します。 

【施設の概要】レインボープラザ内１・2階 交流スペース、会議室（12名）、情報コーナー他 

事業の目的 

・市民公益活動団体相互の交流拠点、情報収集提供拠点、会議や印刷作業などの活動拠点施設と

してのセンターを適正に管理運営することで、市民公益活動団体等の側面支援を行います。 

・運営協議会の意見をセンターの管理・事業実施に生かします。 

事業の効果 

・市民公益活動に関する拠点を設置することで、市民公益活動の活性化を図ります。 

・センターのより良い管理・事業実施を行うため、継続的に見直しを行います。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 8,406 

・市民公益活動に関する情報の収集及び提供に関する事業を行います。 

・市民公益活動に関する相談に関する事業を行います。 

・市民公益活動の推進に関する事業を行います。 

・市民公益活動サポートセンター運営協議会を開催し、センターのあり方や各種

事業について意見を聴取し、管理・事業実施に生かします。 

令和02年度 8,406 

・市民公益活動に関する情報の収集及び提供に関する事業を行います。 

・市民公益活動に関する相談に関する事業を行います。 

・市民公益活動の推進に関する事業を行います。 

・市民公益活動サポートセンター運営協議会を開催し、センターのあり方や各種

事業について意見を聴取し、管理・事業実施に生かします。 

令和03年度 8,406 

・市民公益活動に関する情報の収集及び提供に関する事業を行います。 

・市民公益活動に関する相談に関する事業を行います。 

・市民公益活動の推進に関する事業を行います。 

・市民公益活動サポートセンター運営協議会を開催し、センターのあり方や各種

事業について意見を聴取し、管理・事業実施に生かします。 

合計 25,218  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

運 営 協 議 会 の開 催 回 数  2回 2回 

（見直し中） 
サポートセンター企 画 事 業 数  12事業 12事業 

サ ポー ト セ ン ター利 用 者 数  9,600人 9,650人 

自治会やボランティア団体等が取り組むまちづくり活動に参加したことがある市民の割合 36％ 37％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策2-施策1 (人権施策の推進体制の充実を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-19目     /  臨時経費 

事業名 450 人権施策推進事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・人権尊重の視点に立った行政運営のための庁内推進会議を運営します。 

・人権擁護委員協議会及び千葉県人権センターに対する負担金支出、人権擁護委員協議会の活

動に対する支援、人権尊重のまちづくりデリバリー事業などを行います。 

・職員に対し、人権に関する自己点検アンケートを実施します。 

事業の目的 

・庁内における啓発及び人権推進活動団体等への支援を通して、人権施策の推進体制の充実を

図ります。 

・人権尊重のまちづくりデリバリー事業を実施することで、児童生徒、保護者、地域住民が一緒に人

権について考え、各自の行動に生かされることを目的としています。 

・職員自己点検アンケートを行うことで、職員各自の意識が向上し、人権が尊重された行政運営に

つながることを狙いとしています。 

事業の効果 

・人権尊重のまちづくりを実現するための継続的改善、職員意識向上、行政運営を行います。 

・人権尊重のまちづくりを実現するために、市民意識の向上につながる行政運営を行います。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 3,935 

・人権尊重の視点に立った行政運営のための庁内推進会議を運営します。 

・人権擁護委員協議会及び千葉県人権センターに対する負担金支出、人権擁護

委員協議会の活動に対する支援、人権尊重のまちづくりデリバリー事業などを行

います。 

・職員に対し、人権に関する自己点検アンケートを実施します。 

令和02年度 4,331 

・人権尊重の視点に立った行政運営のための庁内推進会議を運営します。 

・人権擁護委員協議会及び千葉県人権センターに対する負担金支出、人権擁護

委員協議会の活動に対する支援、人権尊重のまちづくりデリバリー事業などを行

います。 

・職員に対し、人権に関する自己点検アンケートを実施します。 

令和03年度 2,241 

・人権尊重の視点に立った行政運営のための庁内推進会議を運営します。 

・人権擁護委員協議会及び千葉県人権センターに対する負担金支出、人権擁護

委員協議会の活動に対する支援、人権尊重のまちづくりデリバリー事業などを行

います。 

・職員に対し、人権に関する自己点検アンケートを実施します。 

合計 10,507  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

人権施策・男女平等参画施策推進会議の開催回数  1回 1回 

（見直し中） 人権尊重のまちづくりデリバリー事業の実施回数  7回 7回 

人権擁護委員による人権教室の開催回数  8回 8回 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策2-施策2 (人権問題について考える機会を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 9款-5項-1目     /  経常経費 

事業名 306 人権教育推進事業 

担当所属 社会教育課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

基本的人権に対する知識を身につけるために、公民館と連携して人権教育講座を継続的に実施し

ます。住民交流や人権教育を図る場として設置している地域交流施設の維持管理を行います。 

事業の目的 

人権教育を推進することを目的としています。 

事業の効果 

人権問題の解決を図るための学習活動を通して、人権尊重の社会づくりの推進を図ることができま

す。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 844 

・人権教育講座を実施します。 

・地域交流施設の維持管理を行います。 

令和02年度 844 

・人権教育講座を実施します。 

・地域交流施設の維持管理を行います。 

令和03年度 844 

・人権教育講座を実施します。 

・地域交流施設の維持管理を行います。 

合計 2,532  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

人権を対象とした主催講座回数 1回 1回 

（見直し中） 
人権を対象とした主催講座受講者数 88人 88人 

人権に対する理解を深めることができた人の割合  90％ 90％ 

人権尊重・人権擁護都市宣言の認知度  100％ 100％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策2-施策2 (人権問題について考える機会を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 9款-5項-1目     /  臨時経費 

事業名 12540 人権教育施設整備事業 

担当所属 社会教育課 事業期間 平成 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

佐倉市同和対策集会所について、耐震診断を実施し、診断結果に基づき、耐震補強と改修工事を

行います。 

事業の目的 

佐倉市における同和対策の推進を図ります。 

事業の効果 

同和対策のさらなる推進を図ることができます。 

・学童を中心とする学力向上 

・支部における各種研修 

・被差別地域と地元との融和 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 68,134 

施設改修工事及び工事監理委託 

備品、消耗品購入 等 

令和02年度 － 

 

令和03年度 － 

 

合計 68,134  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

施 設 整 備 に向 けた委 託 数 － － 
（見直し中） 

施 設 整 備 を 行 う 施 設 数 1件 － 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策2-施策3 (人権に関する正しい知識について学ぶ機会を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 9款-3項-2目     /  経常経費 

事業名 95 中学校人権教育推進事業 

担当所属 指導課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

中学校での人権教育推進体制を整備し、人権週間での取り組みなど充実を図ります。また、教育上

配慮を要する生徒などの進路保障を行うため、学習指導を通して教育相談や進路相談を行いま

す。 

事業の目的 

自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができ，あらゆる不合理な差別を許さないなど，

人権が尊重された共生社会の実現を担う生徒の育成と支援を行います。 

事業の効果 

学校及び地域における人権教育の啓発活動および地域活動が積極的に推進されます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 120 

中学校や地域における人権教育に係る授業や行事に対する支援を行います。 

令和02年度 120 

中学校や地域における人権教育に係る授業や行事に対する支援を行います。 

令和03年度 120 

中学校や地域における人権教育に係る授業や行事に対する支援を行います。 

合計 360  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

人権教育担当者を置いている中学校数  11校 11校 

（見直し中） 

人権教育の校内研修を実施している中学校数  11校 11校 

人権教育計画を作成している中学校数  11校 11校 

中学校における人権週間への取り組みを行っている中学校数  11校 11校 

教育委員会主催の人権教育研修会参加校数 11校 11校 

学力向上学級への生徒の参加率 100％ 100％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策2-施策3 (人権に関する正しい知識について学ぶ機会を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 9款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 517 小学校人権教育推進事業 

担当所属 指導課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

小学校での人権教育推進体制を整備し、人権週間での取り組みなど充実を図ります。また、教育上

配慮を要する児童などの進路保障を行うため、学習指導を通して教育相談や進路相談を行いま

す。 

事業の目的 

自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができ，あらゆる不合理な差別を許さないなど，

人権が尊重された共生社会の実現を担う児童の育成と支援を行います。 

事業の効果 

学校及び地域における人権教育の啓発活動および地域活動が積極的に推進されます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 235 

小学校や地域における人権教育に係る授業や行事に対する支援を行います。 

令和02年度 235 

小学校や地域における人権教育に係る授業や行事に対する支援を行います。 

令和03年度 235 

小学校や地域における人権教育に係る授業や行事に対する支援を行います。 

合計 705  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

人権教育担当者を置いている小学校数  23校 23校 

（見直し中） 

人権教育の校内研修を実施している小学校数  23校 23校 

人権教育計画を作成している小学校数  23校 23校 

人権週間への取り組みを行っている小学校数  23校 23校 

教育委員会主催の人権教育研修会への参加校数  23校 23校 

学力向上学級への児童の参加率 100％ 100％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策2-施策3 (人権に関する正しい知識について学ぶ機会を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-19目     /  臨時経費 

事業名 781 人権啓発事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 14年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・人権啓発イベント「さくらヒューマントーク」を毎年度開催します。 

・こうほう佐倉に人権に関する記事を掲載するなど、継続的に人権に関する啓発を行います。 

・小学生人権標語コンテストを実施します。 

事業の目的 

・人権に関する理解を深める機会として「さくらヒューマントーク」を開催することで、市民の人権意識

の向上を図ります。 

・市民に向け各種啓発を行うことで、人権問題への理解を図ります。 

・小学生人権標語コンテストは、児童が人権尊重の理解を深めるとともに豊かな人権感覚を身につ

ける機会とするために実施します。 

事業の効果 

人権問題に関心の薄かった市民への意識啓発につながり、既に関心のある市民にはさらに深い理

解につながります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 1,733 

・啓発イベント さくらヒューマントークを実施します。 

・こうほう佐倉15日号に人権に関する記事の掲載を行います。 

・人権啓発のための資料を収集します。 

・小学生人権標語コンテストを実施します。 

令和02年度 1,733 

・啓発イベント さくらヒューマントークを実施します。 

・こうほう佐倉15日号に人権に関する記事の掲載を行います。 

・人権啓発のための資料を収集します。 

・小学生人権標語コンテストを実施します。 

令和03年度 1,733 

・啓発イベント さくらヒューマントークを実施します。 

・こうほう佐倉15日号に人権に関する記事の掲載を行います。 

・人権啓発のための資料を収集します。 

・小学生人権標語コンテストを実施します。 

合計 5,199  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

ヒ ュ ー マ ン ト ー ク 開 催 回 数 1回 1回 

（見直し中） 

こ う ほ う 佐 倉 掲 載 回 数 11回 11回 

さくらヒューマントークへの参加者数  600人 600人 

参加者のアンケート結果（人権意識の向上）  70％ 70％ 

小学生人権標語コンテストへの応募率  95％ 95％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策3-施策1 (男女平等についての意識の啓発を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-20目     /  臨時経費 

事業名 7631 男女平等参画啓発事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 12年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・男女平等参画講演会を開催します。 

・市民や事業者が主催する学習会に講師派遣の支援をします。 

事業の目的 

・男女平等参画に関する理解を深める機会として男女平等参画講演会を開催することで、市民が男

女平等参画社会について考えるきっかけを作ります。 

・市民や事業者が主催する学習会に男女平等参画に関する講師派遣の支援をすることで、広く男

女平等についての意識啓発を行います。 

事業の効果 

・これまで男女平等参画に関心のなかった人に対しては、男女平等参画社会についての考えるき

っかけとなり、意識の啓発につながります。 

・既に関心のある人へは更に理解を深める機会や情報を提供することで、男女平等参画社会構築

にむけての一助となります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 669 

・男女平等参画講演会を開催します。 

・市民や事業者が主催する学習会に講師派遣の支援をします。 

令和02年度 669 

・男女平等参画講演会を開催します。 

・市民や事業者が主催する学習会に講師派遣の支援をします。 

令和03年度 669 

・男女平等参画講演会を開催します。 

・市民や事業者が主催する学習会に講師派遣の支援をします。 

合計 2,007  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

男女平等参画講演会開催回数  1回 1回 

（見直し中） 
講 師 派 遣 事 業 実 施 回 数  2回 2回 

男女平等参画講演会参加者数  450人 450人 

学 習 会 参 加 者 数  50人 50人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策3-施策2 (男女が対等な立場で参画できる環境を整備します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-20目     /  臨時経費 

事業名 660 男女平等参画推進事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 06年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・男女平等参画基本計画【第3期】（平成21年度～平成31年度、平成25年度に中間見直しを実施）

推進のため、男女平等参画審議会において、計画における事業の実施状況について審議します。 

・男女がともに社会の対等な構成員としてあらゆる場に参画し、その個性や能力を発揮できるよう、

環境の整備に努めます。その一環として臨時託児室設置の促進を図ります。 

・男女平等参画社会に関する市民意識調査を実施します。 

事業の目的 

・男女平等社会実現のため、男女平等参画基本計画の推進を図ります。また男女平等参画審議会

において、同計画の事業の実施状況を審議し、第三者による評価や意見により推進の促進を図りま

す。 

・市が主催する会議や事業に臨時託児室を設置し、子育て中の市民の参画を促します。 

・市民意識調査を実施することで、市民の現状、意識、ニーズ等を把握することができます。 

事業の効果 

・市の施策について第三者の評価や意見を反映し、市民が期待する施策をより有効な手段、方法

で実行することができます。 

・子育て中の市民が会議や事業に参画することで、政策決定における男女平等参画の推進を図り

ます。 

・市民の現状、意識、ニーズ等を把握し、市の施策に反映させます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 1,231 

・男女平等参画審議会において、男女平等参画基本計画【第 3 期】における事業

の実施状況について審議します。 

・男女平等参画審議会において、次期基本計画の策定について審議します。 

・人権施策・男女平等参画施策推進会議を実施します。 

・市の事業における臨時託児室設置を普及します。 

令和02年度 583 

・男女平等参画審議会において、男女平等参画基本計画【第 3 期】における事業

の実施状況について審議します。 

・人権施策・男女平等参画施策推進会議を実施します。 

・市の事業における臨時託児室設置を普及します。 

令和03年度 583 

・男女平等参画審議会において、男女平等参画基本計画【第 4 期】における事業

の実施状況について審議します。 

・人権施策・男女平等参画施策推進会議を実施します。 

・市の事業における臨時託児室設置を普及します。 

合計 2,397  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

進行管理調査及び調査結果の評価とその公表 各1回 各1回 

（見直し中） 

各種審議会・委員会等の女性委員比率  - - 

臨時託児室設置事業数及び利用者数     ボ 33件（81人)  

委37件(155人) 

   ボ 33件(81人) 

委37件(155人) 

審議会による重点事業のＡ評価事業数  35事業 35事業 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策3-施策3 (男女平等参画推進センター事業の更なる周知を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-20目     /  経常経費 

事業名 783 男女平等参画推進センター事業 

担当所属 自治人権推進課 事業期間 平成 15年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

男女平等参画推進のための総合的な拠点施設の管理運営を指定管理者制度により行います。 

・男女平等参画に関する情報の収集及び提供をします。 

・男女平等参画に関する学習の場及び機会の提供をします。 

・男女平等参画にかかわる個人及び団体相互の交流の促進を図ります。 

・女性のための相談を実施します。 

【施設の概要】ミーティングスペース、学習室（18名）他 

事業の目的 

男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に共に参画する社会を形成するた

め、その活動拠点として、男女平等参画推進センター（ミウズ）の機能の充実を図ります。 

事業の効果 

推進センターの充実により、情報の提供や学習、交流、団体育成の場が確保され、男女平等参画

社会形成の推進が期待できます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 19,608 

男女平等参画推進センターの運営(指定管理者)を行います。 

【指定期間 H27.4.1～R 2.3.31】 

・男女平等参画関連図書の貸し出しを行います。 

・学習室を提供します。 

・学習会や講演会を開催します。 

・登録団体と協働事業を実施します。 

・女性のための相談事業を実施します。 

令和02年度 19,608 

男女平等参画推進センターの運営(指定管理者)を行います。 

【指定期間 R 2.4.1～R 7.3.31】 

・男女平等参画関連図書の貸し出しを行います。 

・学習室を提供します。 

・学習会や講演会を開催します。 

・登録団体と協働事業を実施します。 

・女性のための相談事業を実施します。 

令和03年度 19,608 

男女平等参画推進センターの運営(指定管理者)を行います。 

【指定期間 R 2.4.1～R 7.3.31】 

・男女平等参画関連図書の貸し出しを行います。 

・学習室を提供します。 

・学習会や講演会を開催します。 

・登録団体と協働事業を実施します。 

・女性のための相談事業を実施します。 

合計 58,824  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

セ ミ ナ ー の 開 催 回 数 5回 5回 

（見直し中） 

講 演 会 の 開 催 回 数  1回 1回 

合 計 来 館 者 数  38,000人 38,000人 

所 蔵 本 貸 出 冊 数  1,500冊 1,500冊 

男女平等参画推進センター利用者の認知度 100％ 100％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策3-施策4 (ＤＶ防止への取組を強化します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 3款-1項-1目     /  経常経費 

事業名 9344 ＤＶ対策事業 

担当所属 児童青少年課 事業期間 平成 19年度～平成31年度 

 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

配偶者から暴力を受けた被害者に対して、警察などの関係機関と連携して、被害者の避難支援を

行います。 

事業の目的 

ＤＶ被害者からの相談に応じ、警察など関係機関と連携を図りながら、被害者に必要な情報提供及

び支援を行います。 

事業の効果 

緊急を要する場合の一時避難支援の扶助をすることで、被害者の安全確保とその後の生活の支援

へつなぐことが可能になります。 

 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 100 

配偶者から暴力を受けた被害者や同伴する子に対し、緊急避難支援を実施し被

害者の保護を図ります。（配偶者からの暴力により、身の安全を図る必要がある被

害者にはシェルターへの避難支援と避難先自治体に、同行し情報提供を行って

います。所持金が無くシェルターへの入所が困難な場合、宿泊費や旅費等につ

いて緊急一時支援の為の費用の支援を図ります） 

令和02年度 100 

配偶者から暴力を受けた被害者や同伴する子に対し、緊急避難支援を実施し被

害者の保護を図ります。（配偶者からの暴力により、身の安全を図る必要がある被

害者にはシェルターへの避難支援と避難先自治体に、同行し情報提供を行って

います。所持金が無くシェルターへの入所が困難な場合、宿泊費や旅費等につ

いて緊急一時支援の為の費用の支援を図ります） 

令和03年度 100 

配偶者から暴力を受けた被害者や同伴する子に対し、緊急避難支援を実施し被

害者の保護を図ります。（配偶者からの暴力により、身の安全を図る必要がある被

害者にはシェルターへの避難支援と避難先自治体に、同行し情報提供を行って

います。所持金が無くシェルターへの入所が困難な場合、宿泊費や旅費等につ

いて緊急一時支援の為の費用の支援を図ります） 

合計 300  

 

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

相 談 対 応 率  100％ 100％ 
（見直し中） 

相 談 者 の意 向 にそった支 援 100％ 100％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策4-施策1 (市民に戦争の悲惨さ、平和の尊さを啓発します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-5目     /  臨時経費 

事業名 337 平和施策事業 

担当所属 広報課 事業期間 平成 07年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・恒久平和に向けて啓発事業を実施します。 

・原爆の悲惨さや平和の大切さを学ぶため市内中学生による佐倉平和使節団を被爆地に派遣しま

す。 

・毎年7校程度の小学校を会場に児童を対象とした戦争体験者による平和講話や朗読ボランティア

による体験記朗読を行い、あわせて平和啓発映画の上映を行います。 

・毎年8月15日に戦没者への追悼と世界の恒久平和を願い、平和式典を実施します。 

・市民団体による平和活動を支援します。 

・恒久平和に向けて国内外の都市と連携を図ります。 

事業の目的 
・恒久平和実現の大切さを啓発します。 

・恒久平和実現を目指します。 

事業の効果 

・広く市民に原爆や戦争の悲惨さを理解してもらいます。 

・恒久平和実現の大切さを啓発する市民団体の活動を支援します。 

・恒久平和の重要性を理解してもらいます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 8,379 

・佐倉平和使節団を被爆地に派遣します。 

・平和啓発講演会を毎年 7校程度の小学校を会場に行います。 

・8月15日に戦没者への追悼と世界の恒久平和を願い、平和式典を実施します。 

・市民団体による平和活動を支援します。 

・恒久平和に向けて国内外の都市と連携を図ります。 

・平和に関する啓発看板を設置します。 

令和02年度 5,574 

・佐倉平和使節団を被爆地に派遣します。 

・平和啓発講演会を毎年 7校程度の小学校を会場に行います。 

・8月15日に戦没者への追悼と世界の恒久平和を願い、平和式典を実施します。 

・市民団体による平和活動を支援します。 

・恒久平和に向けて国内外の都市と連携を図ります。 

令和03年度 5,574 

・佐倉平和使節団を被爆地に派遣します。 

・平和啓発講演会を毎年 7校程度の小学校を会場に行います。 

・8月15日に戦没者への追悼と世界の恒久平和を願い、平和式典を実施します。 

・市民団体による平和活動を支援します。 

・恒久平和に向けて国内外の都市と連携を図ります。 

合計 19,527  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

パ ネ ル 展 実 施 回 数 2回 2回 

（見直し中） 

平 和 祈 念 講 演 と映 画 会 実 施 校 数 7校 7校 

佐 倉 市 平 和 式 典 の 開 催 1回 1回 

平 和 祈 念 講 演 と映 画 会 参 加 児 童 数 300人 300人 

佐 倉 市 平 和 式 典 参 加 者 数 100人 100人 

佐倉平和使節団 の報 告会参加者数 4,000人 4,000人 

市 民 団 体 による共 催 事 業 参 加 者 1,300人 1,300人 

ア ン ケ ー ト 調 査 に よ る 理 解 度 50％ 50％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策4-施策3 (多文化が共生できる地域づくりを推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-5目     /  経常経費 

事業名 109 国際化推進事業 

担当所属 広報課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・外国語広報紙を発行します。 

・行政情報の翻訳、各課の行政窓口の通訳をします。 

事業の目的 

・外国人住民も安心して暮らすことができるよう、外国籍市民の生活環境の向上を図ります。 

事業の効果 

・外国人住民に的確な行政情報を提供します。 

・外国人住民に速やかな行政窓口の対応や諸手続きの理解・協力が図られます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 3,249 

・外国語広報紙を発行します。 

・行政情報の翻訳、各課の行政窓口の通訳をします。 

令和02年度 3,249 

・外国語広報紙を発行します。 

・行政情報の翻訳、各課の行政窓口の通訳をします。 

令和03年度 3,249 

・外国語広報紙を発行します。 

・行政情報の翻訳、各課の行政窓口の通訳をします。 

合計 9,747  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

英 語 版 広 報 紙 の発 行 部 数  9,000部 9,000部 

（見直し中） 

スペイン語版広報紙の発行部数  5,000部 5,000部 

中国語版広報紙の発行部数  5,000部 5,000部 

国際交流支援員による通訳・翻訳対応件数  25件 25件 

アンケー ト調 査 による理 解 度 60％ 60％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策4-施策3 (多文化が共生できる地域づくりを推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-5目     /  臨時経費 

事業名 530 国際化施策事業 

担当所属 広報課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・在住の外国人市民のための生活相談、日本語講座を実施します。 

・国際理解促進のための機会を提供します。 

事業の目的 

・外国人住民の生活向上を図ります。 

・多文化共生の地域づくりを図ります。 

事業の効果 

・多文化に寛容な市民生活を営むことのできる共生社会の実現を目指します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 2,016 

多文化共生の地域づくり事業実施 

・外国人のための生活相談、日本語講座を実施します。 

・国際理解促進のための機会を提供します。 

・国際理解講演会を実施します。 

令和02年度 2,016 

多文化共生の地域づくり事業実施 

・外国人のための生活相談、日本語講座を実施します。 

・国際理解促進のための機会を提供します。 

・国際理解講演会を実施します。 

令和03年度 2,016 

多文化共生の地域づくり事業実施 

・外国人のための生活相談、日本語講座を実施します。 

・国際理解促進のための機会を提供します。 

・国際理解講演会を実施します。 

合計 6,048  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

外国語対応の相談窓口開設数  88日 88日 

（見直し中） 

国際理解講演会の開催回数  2回 2回 

参 加 者 数  600人 600人 

相 談 件 数  90件 90件 

アンケー ト調 査 による理 解 度 60％ 60％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策4-施策3 (多文化が共生できる地域づくりを推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 9款-5項-1目     /  臨時経費 

事業名 7821 国際理解促進事業 

担当所属 文化課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・歴史的なつながりを現代に活かし、オランダと佐倉の国際交流を推進することを目的として設立さ

れた佐倉日蘭協会の活動を支援します。 

・佐倉日蘭協会の行う佐倉・オランダ児童交流事業を支援します。 

・佐倉日蘭協会が市民を対象に行うオランダや蘭学に関する各種事業の支援を行います。 

事業の目的 

・佐倉日蘭協会を支援することにより、市民による国際交流の推進を目的としています。 

・佐倉・オランダ児童交流により、市民や子どもたちが直接オランダの人々と触れ合うことを目的とし

ています。 

・オランダや蘭学に関する各種事業により、佐倉とゆかりのあるオランダについての市民の関心や

理解を深めることを目的としています。 

事業の効果 

・市民による交流を推進することにより、行政にはできないきめ細かい対応や、人と人との深いつな

がりが生まれます。 

・オランダの人々と直接交流する体験により、市民や子どもたちのコミュニケーション力や多様性を

受け入れる力が育ちます。 

・オランダや日蘭交流の歴史をひとつの例として理解を深めることにより、佐倉ならではの方法で、

国際化を推進する環境をつくります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 1,944 

佐倉日蘭協会の活動支援 

令和02年度 2,040 

佐倉日蘭協会の活動支援 

令和03年度 1,944 

佐倉日蘭協会の活動支援 

合計 5,928  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

佐倉・オランダ児童交流事業派遣・招聘者数、日数  15人・10日 15人・10日 

（見直し中） 
佐 倉 日 蘭 協 会 主 催 事 業 数  7事業 7事業 

佐倉・オランダ児童交流事業受入家庭数  - 9家庭 

佐倉日蘭協会主催事業参加者数 250人 250人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策1 (シティプロモーションを推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-9目     /  臨時経費 

事業名 11796 シティプロモーション事業 

担当所属 地域創生課 事業期間 平成 26年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・定住促進・交流促進を目的とした魅力発掘・発信、PR活動、事業実施、相談対応を行います。 

事業の目的 

・市の知名度や魅力を高め、転居先や来訪先としての選択肢となるようにします。 

・市の良さを再発見し、その魅力を多くの方に知ってもらうことにより、市民の満足度や納得度、定住

意向を高めます。 

事業の効果 

・市の人口維持 

・交流人口の増加 

・市民の満足度、納得度、定住意向の向上 

・市民の誇り、愛着心の増加 

・地域の活性化 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 14,040 

佐倉市の魅力を再発見し、それを市内外に広める取組みを行うことにより、知名

度の向上、交流人口の増加、転入の促進、住民の満足度向上などを図ります。 

令和02年度 5,562 

佐倉市の魅力を再発見し、それを市内外に広める取組みを行うことにより、知名

度の向上、交流人口の増加、転入の促進、住民の満足度向上などを図ります。 

令和03年度 3,627 

佐倉市の魅力を再発見し、それを市内外に広める取組みを行うことにより、知名

度の向上、交流人口の増加、転入の促進、住民の満足度向上などを図ります。 

合計 23,229  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

出展時における広報物配付数  2000組 2000組 

（見直し中） 市 の 認 知 度  45％ 45％ 

移 住 相 談 件 数  10人 10人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策2 (情報発信の充実を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-5目     /  経常経費 

事業名 643 広報等発行事業 

担当所属 広報課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・広報紙を媒体として、市民への市政に関する情報や市内行事などに関しての情報提供を行いま

す。 

・広報紙は毎月1日、15日の 2回発行し、新聞折り込み、郵送、公共施設などへの設置により、広く

市民に行きわたるようにします。 

事業の目的 

市民に市政に関する必要な事項を周知し、市民の理解と協力を深めることを目的とします。 

事業の効果 

積極的に市の情報を提供していくことにより、市民の市政への関心を高め、理解と協力を深めま

す。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 31,740 

・広報紙を媒体として、市民への市政に関する情報や市内行事などに関しての情

報提供を行います。 

・広報紙は毎月 1日、15 日の 2 回発行し、新聞折り込み、郵送、公共施設などへ

の設置により、広く市民に行きわたるようにします。 

令和02年度 31,740 

・広報紙を媒体として、市民への市政に関する情報や市内行事などに関しての情

報提供を行います。 

・広報紙は毎月 1日、15 日の 2 回発行し、新聞折り込み、郵送、公共施設などへ

の設置により、広く市民に行きわたるようにします。 

令和03年度 31,740 

・広報紙を媒体として、市民への市政に関する情報や市内行事などに関しての情

報提供を行います。 

・広報紙は毎月 1日、15 日の 2 回発行し、新聞折り込み、郵送、公共施設などへ

の設置により、広く市民に行きわたるようにします。 

合計 95,220  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

広 報 紙 発 行 回 数  24回 24回 

（見直し中） 

広報紙 １回 あたりの発行部 数  61,000部 61,000部 

広報紙１回あたりの新聞折り込み部数 55,000部 55,000部 

広報紙１回あたりの公共施設等配布部数  6,000部 6,000部 

市広報紙 を活用する人の割合  65％ 65％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策2 (情報発信の充実を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-5目     /  経常経費 

事業名 769 映像等広報制作事業 

担当所属 広報課 事業期間 平成 05年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・ケーブルテレビを活用し、広報番組（特集、コーナー、市からのお知らせ等）を毎週 1 本（20 分番

組）制作、毎日 3回放送します。 

・ビデオや写真データ及び制作した映像作品の中で記録すべきものをアーカイブスとして保存、整

理します。 

事業の目的 

・広報番組放送等（映像）により佐倉市に関する行政情報、地域情報などを市民にわかりやすく提

供します。 

・記録データを資料として活用します。 

事業の効果 

・動画にテロップや文字スーパー処理を用いるなど、映像の特性を生かすことで、よりわかりやすい

情報を市民に伝えることができます。 

・市政及び佐倉市に関する様々な情報を伝えることで、市民に市政への関心、郷土愛を高めること

により、まちづくりへの参画を推進します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 46,316 

・ケーブルテレビを活用し、広報番組（特集、コーナー、市からのお知らせ等）を

毎週1本（20分番組）制作、1日３回放送します。 

・ビデオや写真データ及び制作した映像作品の中で記録すべきものをアーカイ

ブスとして保存、整理します。 

 

令和02年度 46,316 

・ケーブルテレビを活用し、広報番組（特集、コーナー、市からのお知らせ等）を

毎週1本（20分番組）制作、1日３回放送します。 

・ビデオや写真データ及び制作した映像作品の中で記録すべきものをアーカイ

ブスとして保存、整理します。 

 

令和03年度 46,316 

・ケーブルテレビを活用し、広報番組（特集、コーナー、市からのお知らせ等）を

毎週1本（20分番組）制作、1日３回放送します。 

・ビデオや写真データ及び制作した映像作品の中で記録すべきものをアーカイ

ブスとして保存、整理します。 

 

合計 138,948  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

番 組 放 送 回 数  730回 1,095回 

（見直し中） 放 送 番 組 数  50番組 50番組 

アンケートによる広報番組の視聴状況 50％ 50％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策2 (情報発信の充実を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-5目     /  臨時経費 

事業名 7822 インターネット等広報事業 

担当所属 広報課 事業期間 平成 08年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・佐倉市公式ウェブサイトを中心として、インターネット等の ICT を活用した情報提供および情報発

信を行います。 

・誰もが必要な情報を得られるようアクセシビリティに配慮し、多言語（自動翻訳）にも対応します。問

い合わせフォームやページ評価機能による意見収集も行います。 

・オンラインサービスやソーシャルメディア等との連携による多様な情報発信を行います。 

事業の目的 

・インターネット等の ICT 活用により、市政情報を迅速かつ的確に提供し、サービスの向上を図りま

す。 

・市内外に向けて佐倉の魅力を広くアピールし、定住人口の維持・増加を図り、まちの活力を高めま

す。 

事業の効果 

・佐倉市公式ウェブサイトを中心として、オンラインサービスやソーシャルメディア等との連携によ

り、市民が必要な情報を迅速に入手し活用できるよう図ります。 

・市内外に向けて佐倉の魅力を広くアピールし、定住人口の維持・増加を図り、まちの活力を高めま

す。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 2,442 

・佐倉市公式ウェブサイトを中心として、インターネット等の ICTを活用した情報提

供および情報発信を行います。 

・誰もが必要な情報を得られるようアクセシビリティに配慮し、多言語（自動翻訳）

にも対応します。問い合わせフォームやページ評価機能による意見収集も行いま

す。 

・オンラインサービスやソーシャルメディア等との連携による多様な情報発信を行

います。 

・魅力あるウェブサイトへスムーズなガイドを行うため、総合トップページを構築し

ます。 

令和02年度 1,909 

・佐倉市公式ウェブサイトを中心として、インターネット等の ICTを活用した情報提

供および情報発信を行います。 

・誰もが必要な情報を得られるようアクセシビリティに配慮し、多言語（自動翻訳）

にも対応します。問い合わせフォームやページ評価機能による意見収集も行いま

す。 

・オンラインサービスやソーシャルメディア等との連携による多様な情報発信を行

います。 

令和03年度 1,909 

・佐倉市公式ウェブサイトを中心として、インターネット等の ICTを活用した情報提

供および情報発信を行います。 

・誰もが必要な情報を得られるようアクセシビリティに配慮し、多言語（自動翻訳）

にも対応します。問い合わせフォームやページ評価機能による意見収集も行いま

す。 

・オンラインサービスやソーシャルメディア等との連携による多様な情報発信を行

います。 

合計 6,260  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

市ホームページ（サイト全体）の年間アクセス数  5,260千件 5,260千件 
（見直し中） 

市ホームページを活用する人の割合  20％ 20％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策2 (情報発信の充実を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-5目     /  臨時経費 

事業名 7848 臨時災害FM放送事業 

担当所属 広報課 事業期間 平成 24年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

大規模災害時などに臨時災害ＦＭ放送局を立ち上げられるように、放送体制の整備及び平時の維

持管理を行い、緊急時に対応できる環境を整備します。 

事業の目的 

過去の大災害時における臨時災害FM局は、既存のコミュニティ FM局をはじめ、多くのボランティ

アの方々に支えられて放送ができたというケースが多かったことから、佐倉市では予め放送設備等

を用意し、有事の際には㈱広域高速ネット二九六の協力のもと、いつでも対応が可能な状況にして

おくようにします。 

事業の効果 

佐倉市において大規模災害等が発生した際、停電やケーブルの断線等の影響を受けにくいととも

に、その受信機の各家庭での普及率が高く、安価で入手が容易なメディアである FM 波を利用し

て、万が一の際には確実に市民に必要な情報を提供することができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 1,365 

大規模災害時などに臨時災害ＦＭ放送局を立ち上げられるように、放送体制の整

備及び平時の維持管理を行い、緊急時に対応できる環境を整備します。 

令和02年度 1,378 

大規模災害時などに臨時災害ＦＭ放送局を立ち上げられるように、放送体制の整

備及び平時の維持管理を行い、緊急時に対応できる環境を整備します。 

令和03年度 1,378 

大規模災害時などに臨時災害ＦＭ放送局を立ち上げられるように、放送体制の整

備及び平時の維持管理を行い、緊急時に対応できる環境を整備します。 

合計 4,121  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

臨時災害 FM放送設備の維持管理数  1箇所 1箇所 

（見直し中） 臨時災害 FM 放送設備実地点検 4回 4回 

災害時に備えた放送体制の確立 1箇所 1箇所 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策2 (情報発信の充実を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-5目     /  臨時経費 

事業名 13752 市勢ガイドブック制作事業 

担当所属 広報課 事業期間 平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

佐倉市の文化・産業・歴史・自然などを紹介する市勢ガイドブックを作成します。 

事業の目的 

市勢ガイドブックを作成することで、佐倉市の魅力を市内外にアピールし、市内観光・産業などの活

性化を図ります。 

事業の効果 

市勢ガイドブックの内容をリニューアルし、PR効果を高めることで、定住人口の維持・増加を図り、ま

ちの活力を高めます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 0 

・プロポーザル実施要領や仕様書等を作成し、委託業務契約の手続きを進めま

す。 

・市内の地域資源や魅力をまとめ、市の現況及び将来像をとらえられる誌面を構

成します。 

・市の魅力を PR できるような写真やインタビューなど冊子に掲載する材料を集め

ます。 

令和02年度 5,128 

・市内の地域資源や魅力をまとめ、市の現況及び将来像をとらえられる誌面を構

成し、レイアウトを進めます。 

・市の魅力を PRできるような写真やインタビューなど冊子に掲載します。 

・冊子に掲載する英語翻訳文の作成・校正を行います。 

・冊子を印刷し、頒布します。 

令和03年度 0 

- 

 

 

 

 

 

合計 5,128  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

印 刷 部 数  0部 1,000部 
- 

頒 布 部 数  0部 500部 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策3 (市政情報を積極的に提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-3目     /  経常経費 

事業名 332 情報公開等事業 

担当所属 行政管理課 事業期間 平成 13年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・佐倉市情報公開条例に基づき、公文書の開示等に係る事務を実施します。 

・情報公開・個人情報保護制度の適正な運用を図るため、佐倉市情報公開・個人情報保護審議会

条例に基づく審議会の開催に係る事務を執行します。 

・市政情報の公表に関する要綱に基づき、市政に関する情報の公表に努めます。 

事業の目的 

・市政の公正性と透明性を高め、市民と市政との信頼関係の確保を図り、市民の市政への参加を推

進します。 

・市民主体の公正で開かれた市政の進展に寄与するため、情報公開の総合的な推進を図ります。 

事業の効果 

・情報公開制度の適正な運用を行うことにより、市政の公正性と透明性を高めます。 

・市政に関する情報の積極的な公表を行い、公正で開かれた市政運営を推進します。 

・よりよい制度運営を行うための職員の意識向上を行います。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 369 

・佐倉市情報公開条例に基づき、公文書の開示等に係る事務を実施します。 

・情報公開・個人情報保護制度の適正な運用を図るため、佐倉市情報公開・個人

情報保護審議会条例に基づく審議会の開催に係る事務を執行します。 

・市政情報の公表に関する要綱に基づき、市政に関する情報の公表に努めま

す。 

令和02年度 369 

・佐倉市情報公開条例に基づき、公文書の開示等に係る事務を実施します。 

・情報公開・個人情報保護制度の適正な運用を図るため、佐倉市情報公開・個人

情報保護審議会条例に基づく審議会の開催に係る事務を執行します。 

・市政情報の公表に関する要綱に基づき、市政に関する情報の公表に努めま

す。 

令和03年度 369 

・佐倉市情報公開条例に基づき、公文書の開示等に係る事務を実施します。 

・情報公開・個人情報保護制度の適正な運用を図るため、佐倉市情報公開・個人

情報保護審議会条例に基づく審議会の開催に係る事務を執行します。 

・市政情報の公表に関する要綱に基づき、市政に関する情報の公表に努めま

す。 

合計 1,107  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

市 政 情 報 の 公 表 件 数  390件 390件 

（見直し中） 

情報公開・個人情報保護審議会開催回数 2回 2回 

公 文 書 開 示 請 求 件 数  100件 100件 

公 文 書 開 示 率  100％ 100％ 

審 査 請 求 件 数  0件 0件 

市 政 資 料 室 来 室 者 割 合  2％ 2％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策4 (活用しやすい統計情報を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-5項-2目     /  経常経費 

事業名 120 千葉県市区町村別・町丁別人口調査事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・4月1日を調査基準日として年齢別、男女別、町丁字別、世帯数及び男女別人口を千葉県へ報告

します。 

・毎月末日の人口及び世帯の異動状況を千葉県に報告します。 

事業の目的 

・各市区町村の年齢各種別の男女別人口及び年齢五歳階級別の男女別人口並びに町丁別の世

帯数、男女別人口及び年齢、三区分別人口を明らかにします。 

・千葉県内の人口動態を明らかにし、各種行政施策の基礎資料とします。 

事業の効果 

・千葉県及び本市の各種施策立案の際の基礎資料として活用されます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 29 

住民基本台帳法に基づく人口などを千葉県に報告します。 

令和02年度 29 

住民基本台帳法に基づく人口などを千葉県に報告します。 

令和03年度 29 

住民基本台帳法に基づく人口などを千葉県に報告します。 

合計 87  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

調 査 ・ 報 告 回 数  毎月末日1回 年1回 毎月末日1回 年1回 （見直し中） 

 

6 - 41 



総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策4 (活用しやすい統計情報を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-5項-2目     /  経常経費 

事業名 230 学校基本調査事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市内に存する小中学校、幼稚園、幼保一体型認定こども園及び専修学校を対象に、在学者数、教

職員者数、学校施設、学校経費、卒業後の進路状況など、学校に関する基本的事項を調査し、千

葉県に報告します。（法定受託事務） 

事業の目的 

学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的に実施します。 

事業の効果 

国等が行う教育諸問題の検討、学校の設置・廃止、教員養成計画のための基礎資料として活用さ

れます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 23 

市内に存する小・中学校、幼稚園、幼保一体型認定こども園及び専修学校を対象

に、在学者数、教職員数、学校施設、学校経費、卒業後の進路状況等、学校に関

する基本的事項を調査します。 

令和02年度 23 

市内に存する小・中学校、幼稚園、幼保一体型認定こども園及び専修学校を対象

に、在学者数、教職員数、学校施設、学校経費、卒業後の進路状況等、学校に関

する基本的事項を調査します。 

令和03年度 23 

市内に存する小・中学校、幼稚園、幼保一体型認定こども園及び専修学校を対象

に、在学者数、教職員数、学校施設、学校経費、卒業後の進路状況等、学校に関

する基本的事項を調査します。 

合計 69  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

調 査 対 象 学 校 数  48校 47校 （見直し中） 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策4 (活用しやすい統計情報を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-5項-2目     /  臨時経費 

事業名 341 経済センサス事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市内に存する事業所を対象に事業所の名称、所在地、電話番号、従業者数、主な事業の内容、事

業所の売上金額、設備投資の有無など事業の活動状況を調査し千葉県に報告します。 

事業の目的 

・産業構造統計の整備を図ることを目的に調査を実施します。 

・事業所・企業の経済活動を産業別及び地域別に明らかにします。 

・各種の統計調査を行う際の基礎となる母集団情報の整備を図ります。 

事業の効果 

経済活動の多角化・多様化に対応した統計の整備により、正確な経済予測とより適切な経済政策の

ための基礎資料として活用されます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 1,401 

名称、所在地、活動状況などの事業所における基礎的な情報を調査します。（基

礎調査） 

また、経済センサスの調査区管理を行います。 

令和02年度 254 

翌年度の経済センサス活動調査に向けての準備業務を実施します。また、経済

センサスの調査区管理を行います。 

令和03年度 4,693 

事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を調査します。（活動調査） 

合計 6,348  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

調査対象事業所・企業数（活動調査）  - - 
（見直し中） 

調 査 票 回 収 率 （活 動 調 査 ）  - - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策4 (活用しやすい統計情報を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-5項-2目     /  経常経費 

事業名 439 工業統計調査事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市内に存する製造業を対象に、製造活動状況などを明らかにする事項について調査します。 

事業の目的 

工業（製造業）の製造活動状況等を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的と

しています。 

事業の効果 

国等が立案する産業構造政策、地域産業活性化政策等の基礎資料として活用されます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 346 

市内に存する製造業を対象に、製造活動状況等の事項について調査します。 

令和02年度 346 

市内に存する製造業を対象に、製造活動状況等の事項について調査します。 

令和03年度 346 

市内に存する製造業を対象に、製造活動状況等の事項について調査します。 

合計 1,038  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

調 査 対 象 件 数  190件 190件 
（見直し中） 

調 査 票 回 収 率  100％ 100％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策4 (活用しやすい統計情報を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-5項-2目     /  経常経費 

事業名 440 統計調査員確保対策事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

統計調査員を量的質的に確保するため、登録調査員制度の運用を図るとともに、登録調査員に対

して統計調査に関する情報発信を行います。 

事業の目的 

国が行う統計調査を正確で円滑に行うため、登録調査員を確保し、その資質の向上を図ります。 

事業の効果 

・調査員調査が基本である統計調査において、調査員を量的質的に確保できます。 

・調査員の資質向上を図ることで、調査の精度を確保できます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 67 

登録調査員制度の運用及び統計調査に関する情報発信を行うための情報紙の

発行などを行います。 

令和02年度 67 

登録調査員制度の運用及び統計調査に関する情報発信を行うための情報紙の

発行などを行います。 

令和03年度 67 

登録調査員制度の運用及び統計調査に関する情報発信を行うための情報紙の

発行などを行います。 

合計 201  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

調 査 員 への情 報 紙 の発 行 2回 2回 
（見直し中） 

佐 倉 市 登 録 統 計 調 査 員 数  95名 95名 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策4 (活用しやすい統計情報を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-5項-1目     /  経常経費 

事業名 775 統計調査一般事務費 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・職員の資質向上を図るため研修（派遣）を行います。 

・統計調査の結果（数値等）を「市勢のしおり」等により、広く市民へ情報提供します。 

事業の目的 

・職員の資質向上を図ります。 

・統計調査の結果（数値等）を公表します。 

事業の効果 

・法定受託事務で受託した統計調査を円滑に実施します。 

・統計調査に対する市民の理解が深まります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 111 

統計調査を円滑に実施するため、職員を研修に派遣します。また、統計書や市勢

のしおりなど、統計数値を広く提供するための業務を行います。 

令和02年度 111 

統計調査を円滑に実施するため、職員を研修に派遣します。また、統計書や市勢

のしおりなど、統計数値を広く提供するための業務を行います。 

令和03年度 111 

統計調査を円滑に実施するため、職員を研修に派遣します。また、統計書や市勢

のしおりなど、統計数値を広く提供するための業務を行います。 

合計 333  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

市 勢 の し お り 印 刷 部 数  1,600部 1,600部 

（見直し中） 佐 倉 市 統 計 書 印 刷 部 数  16部 16部 

統 計 書 掲 載 情 報 項 目 数  135件 135件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策4 (活用しやすい統計情報を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-5項-2目     /  臨時経費 

事業名 9346 国勢調査事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

国内の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的として、5

年ごとに人口の構造や世帯の構成・居住状況等について調査します。 

調査はオンライン又は国勢調査員による調査票の世帯別配布により行います。事業費は県から委

託金が交付されます。 

事業の目的 

国内の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とします。 

事業の効果 

国や地方における行政上の施策や各種法令に基づく基礎数値として様々に利用されます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 750 

2020年国勢調査に向けて調査区設定事務を行います。 

令和02年度 63,231 

人口や世帯の構成、居住状況等についての全数調査を行います。 

令和03年度 0 

- 

合計 63,981  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

人 口 - 170,600人 - 

世 帯 数  - 71,811世帯 - 

調 査 票 回 収 率  - 100％ - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策4 (活用しやすい統計情報を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-5項-2目     /  臨時経費 

事業名 9347 農林業センサス事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

農林業の生産構造、農林業生産の基礎となる諸条件等を総合的に調査します。 

事業の目的 

農林業の基本構造の現状と動向を明らかにし、農林業施策及び農林業に関して行う諸統計調査に

必要な基礎資料を整備することを目的としています。 

事業の効果 

農林業の変化を把握し、行政の推進に必要な基礎資料を整備・提供します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 2,750 

2020年農林業センサスを実施します。 

令和02年度 21 

2020年農林業センサスの事後処理事務を行います。 

令和03年度 0 

- 

合計 2,771  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

対 象 農 林 業 者 件 数  2,114件 - - 

調 査 票 回 収 率  100％ - - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策4 (活用しやすい統計情報を提供します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-5項-2目     /  臨時経費 

事業名 9348 全国消費実態調査事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

各種世帯別、属性別あるいは地域別に家計消費支出の実態を分析し、経済施策、社会施策の基礎

資料とします。 

事業の目的 

世帯を対象として、家計の収入・支出及び貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産を

総合的に調査し、全国及び地域別に明らかにすることを目的とします。 

事業の効果 

調査結果は、全国及び地域別、世帯属性別に世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布など

の実態を把握することにより、税制・年金・福祉政策の検討などの基礎資料として利用されていま

す。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 5,882 

2019年全国家計構造調査を実施します。 

令和02年度 0 

- 

令和03年度 0 

- 

合計 5,882  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

対 象 世 帯 件 数  132件 - - 

調 査 票 回 収 率  100％ - - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策5-施策5 (市民意見を集約し、効果的な市政への反映を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-5目     /  経常経費 

事業名 767 広聴事業 

担当所属 秘書課 事業期間 平成 28年度～平成３１年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市政へのご意見(「市長への手紙」等)・自治会等要望・市政相談・市政モニター報告等により寄せら

れた「市民の声」に対し、迅速かつ適切に対応します。 

事業の目的 

行政サービスと市民ニーズとの整合を図るため、「市民の声」に耳を傾け、それを市政に反映させま

す。 

事業の効果 

市政に寄せられたご意見に迅速かつ適切に対応することで、市民との信頼関係向上につなげ、市

民の声が市政に反映されていると思う市民の割合の向上を図ります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 242 

市政へのご意見(「市長への手紙」等)・自治会等要望・市政相談・市政モニター報

告等により寄せられた「市民の声」に対し、迅速かつ適切に対応します。 

・市政へのご意見(「市長への手紙」等)への対応 

・自治会等要望への対応 

・市政相談への対応 

令和02年度 242 

市政へのご意見(「市長への手紙」等)・自治会等要望・市政相談・市政モニター報

告等により寄せられた「市民の声」に対し、迅速かつ適切に対応します。 

・市政へのご意見(「市長への手紙」等)への対応 

・自治会等要望への対応 

・市政相談への対応 

令和03年度 242 

市政へのご意見(「市長への手紙」等)・自治会等要望・市政相談・市政モニター報

告等により寄せられた「市民の声」に対し、迅速かつ適切に対応します。 

・市政へのご意見(「市長への手紙」等)への対応 

・自治会等要望への対応 

・市政相談への対応 

合計 726  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

ホームページの更新回数（年間）  12回 12回 

（見直し中） 

市政へのご意見(「市長への手紙」等)処理件数 全件対応 全件対応 

自治会等から寄せられた要望対応件数  全件対応 全件対応 

市 政 相 談  全件対応 全件対応 

市民の声が市政に反映されていると思う市民の割合  30％ 30％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策1 (適正な定員管理を推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-2目     /  臨時経費 

事業名 9351 人事給与厚生研修システム事業 

担当所属 人事課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・人事、給与、厚生、研修、健康管理にかかる事務の軽減と効率化を図るため、システムの整備とそ

の維持管理を行います。 

事業の目的 

・現行の人事給与厚生研修システムの運用管理支援作業、及び健康管理システムの保守業務を行

います。 

・事務効率の向上のためシステムを再構築し、システムの安定化を図ります。 

事業の効果 

・給与支給計算事務等の効率化を行います。 

・各所属における庶務的事務の軽減を行います。 

・健康管理事務の効率化により、きめ細かい健康管理指導を行います。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 29,488 

人事給与システム・庶務事務システムの運用・保守管理（再賃貸借）、健康管理シ

ステムの保守管理 

令和02年度 11,636 

人事給与システム・庶務事務システムの運用・保守管理（再賃貸借）、健康管理シ

ステムの保守管理 

令和03年度 11,240 

人事給与システム・庶務事務システムの運用・保守管理（再賃貸借）、健康管理シ

ステムの保守管理 

合計 52,364  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

機 器 賃 借 料 等  予算額 予算額 

（見直し中） 人事給与システム運用管理支援委託料  予算額 予算額 

健康管理システム管理対象者数 1,700人 1,700人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策2 (職員研修の充実と活力ある職場風土の形成を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-2目     /  経常経費 

事業名 9352 職員研修事業 

担当所属 人事課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

新たな行政課題に的確に対応し、秩序ある市政の発展を計画的、継続的に推進できる職員の養成

を目指し、「佐倉市人材育成の基本方針」に基づき、各種研修を充実させ実行します。研修は、職

場外研修（研修担当課主催研修・派遣研修）、職場研修、自己啓発の３本を柱として実施していきま

す。 

事業の目的 

職員の仕事に関する知識、技術、対人能力、課題発見・解決能力などの向上を目的とし、時代の変

化に的確に対応できる人材の育成を図ります。 

事業の効果 

満足度の高い、内容の充実した職員研修を実施することによって、職員の能力アップが図られ、問

題解決能力や政策形成能力などの充実が期待できます。また、広い視野と豊かな見識を持ち、市

民のニーズを的確に捉え、敏感に対応できる職員の育成により、柔軟で弾力的な組織づくりが可能

となります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 9,806 

・「佐倉市人材育成の基本方針」に基づき、各種研修を充実させ実行します 

・職場外研修（研修担当課主催研修・派遣研修）を実施し、職場研修、自己啓発を

推進します。 

令和02年度 9,806 

・「佐倉市人材育成の基本方針」に基づき、各種研修を充実させ実行します 

・職場外研修（研修担当課主催研修・派遣研修）を実施し、職場研修、自己啓発を

推進します。 

令和03年度 9,806 

・「佐倉市人材育成の基本方針」に基づき、各種研修を充実させ実行します 

・職場外研修（研修担当課主催研修・派遣研修）を実施し、職場研修、自己啓発を

推進します。 

合計 29,418  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

市主催による階層別研修の実施回数 10回 10回 
（見直し中） 

職 員 研 修 の 満 足 度 90％ 90％ 

 

6 - 52 



総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策3 (円滑な事務執行のための組織づくりを推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-1目     /  臨時経費 

事業名 11869 安全安心対策事業 

担当所属 危機管理室 事業期間 平成 27年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・佐倉市行政対象暴力対策要綱に基づき、反社会的勢力や悪質なクレーマーへの対応について、

定期的に研修を実施するとともに、職員に接触をしてきた場合には、個別に対応し職場の安全の確

保に努めます。 

・職員がＤＶ行為者等の住家を訪問する際、職員に同行し、安全の確保に努めます。 

・市が主催する各種イベント等において警備計画の作成・警備の実施を行い、参加者及び職員の

安全確保に努めます。 

事業の目的 ・職員への行政対象暴力を防ぎ、円滑な職務の執行ができる職場環境の整備に努めます。 

事業の効果 
・行政対象暴力による職員の精神的、身体的な負傷を未然に防止することにより、職員の業務効率

向上が期待されます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 117 

・佐倉市行政対象暴力対策要綱に基づき、対応方法等の研修を実施します。ま

た、悪質なクレーマー等へ個別に対応し、職場の安全の確保に努めます。 

・職員がＤＶ行為者等の住家を訪問する際、職員に同行し、安全の確保に努めま

す。 

・市が主催する各種イベント等において警備計画の作成・警備の実施を行い、参

加者及び職員の安全確保に努めます。 

令和02年度 53 

佐倉市行政対象暴力対策要綱に基づき、対応方法等の研修を実施します。ま

た、悪質なクレーマー等へ個別に対応し、職場の安全の確保に努めます。 

・職員がＤＶ行為者等の住家を訪問する際、職員に同行し、安全の確保に努めま

す。 

・市が主催する各種イベント等において警備計画の作成・警備の実施を行い、参

加者及び職員の安全確保に努めます。 

令和03年度 53 

佐倉市行政対象暴力対策要綱に基づき、対応方法等の研修を実施します。ま

た、悪質なクレーマー等へ個別に対応し、職場の安全の確保に努めます。 

・職員がＤＶ行為者等の住家を訪問する際、職員に同行し、安全の確保に努めま

す。 

・市が主催する各種イベント等において警備計画の作成・警備の実施を行い、参

加者及び職員の安全確保に努めます。 

合計 223  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

行政対象暴力対応研修の実施  3回 3回 

（見直し中） 
職 員 訪 問 へ の 同 行 件 数 同行した件数 同行した件数 

各 種 イ ベ ン ト 警 備 の 実 施  5件 5件 

行 政 対 象 暴 力 対 応 件 数  発生した件数 発生した件数 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策4 (市庁舎内での障害を持つ人等の職業訓練を実施します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-2目     /  臨時経費 

事業名 9664 障害者庁内就労推進事業 

担当所属 人事課 事業期間 平成 21年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・雇用環境が厳しい障害者に対して、就労機会の場として、市役所内にチャレンジドオフィスさくら

を設置し、職業訓練を実施することで、一般企業で働く能力を養成します。 

・職業訓練を実施した障害者と、事業者との雇用締結を支援します。 

事業の目的 

雇用環境が厳しい状況下にある障害者について、市役所内で職業訓練を実施し、一般企業で働く

能力を養成します。 

事業の効果 

・社会的マナーやルール等一般企業で働く能力の習得を行います。 

・一般企業への就労を目標としています。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 6,127 

・障害者4名を雇用し、各所属から軽易な事務の代行を請け負うことで、障害者の

職業訓練を実施します。 

・障害者の就労支援を行う支援員を 1名雇用し、指導を行います。 

・職業訓練を行った障害者について、一般企業への就労支援を行います。 

令和02年度 7,028 

・障害者4名を雇用し、各所属から軽易な事務の代行を請け負うことで、障害者の

職業訓練を実施します。 

・障害者の就労支援を行う支援員を 1名雇用し、指導を行います。 

・職業訓練を行った障害者について、一般企業への就労支援を行います。 

令和03年度 7,028 

・障害者4名を雇用し、各所属から軽易な事務の代行を請け負うことで、障害者の

職業訓練を実施します。 

・障害者の就労支援を行う支援員を 1名雇用し、指導を行います。 

・職業訓練を行った障害者について、一般企業への就労支援を行います。 

合計 20,183  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

障 害 者 の 雇 用 人 数  4人 4人 

（見直し中） 

障害者を支援する就労支援員の雇用人数  1人 1人 

訓 練 実 施 数  受託した業務を 

すべて実施 

受託した業務を 

すべて実施 

庁 内 の 受 託 業 務 数  最大限受託します 最大限受託します 

一 般 企 業 に就 職 できた人 数  勤務できるように 

支援します 

勤務できるように 

支援します 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策5 (広域的な行政を推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-9目     /  経常経費 

事業名 641 広域行政推進事業 

担当所属 企画政策課 事業期間 昭和 47年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・印旛郡市広域町村圏事務組合等を通じて、近隣市町村と連携した広域行政を推進します。 

・市長会、首長会等を通じて、国・県に要望活動を実施します。 

・負担対象団体に対し、事業内容の見直しや情報公開、負担金額の節減等を要求します。 

事業の目的 

・市域を超えるニーズに対応します。 

・スケールメリットを活かせる事務について、事務の合理化を検討します。 

事業の効果 

・事業主体の事業執行により、市民が市域を超えた行政サービスを受けられます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 35,163 

・印旛郡市広域市町村圏事務組合に構成団体負担金を支出します。 

・国・県等へ要望を提出します。 

・広域的な課題を他市町村と連携・調整します。 

令和02年度 35,163 

・印旛郡市広域市町村圏事務組合に構成団体負担金を支出します。 

・国・県等へ要望を提出します。 

・広域的な課題を他市町村と連携・調整します。 

令和03年度 35,163 

・印旛郡市広域市町村圏事務組合に構成団体負担金を支出します。 

・国・県等へ要望を提出します。 

・広域的な課題を他市町村と連携・調整します。 

合計 105,489  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

国・県等への意見、要望述べ回数 4回 4回 

（見直し中） 

職員共同採用試験受験者延べ人数（佐倉市分）  500人 500人 

職員共同研修受講者延べ人数（佐倉市分）   150人 150人 

第二次救急医療機関運営事業受診者延べ人数(佐倉市分) 230人 230人 

小児救急医療支援事業受診者延べ人数（佐倉市分）  43人 43人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策6 (財政基盤を充実し、財政の健全化を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-1目     /  臨時経費 

事業名 1 事務改善事業 

担当所属 行政管理課 事業期間 昭和 56年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

持続可能な行財政運営を確立するとともに行政サービスの向上及び財政基盤の強化を図ることを

目的とし、（仮称）第 6次行政改革を策定・実施します。 

事業の目的 

総合計画に掲げる重点政策を推進し、その方策として進める数々の施策を効果的なものとするた

めに、社会経済情勢に適合した事業体系の構築と推進体制の整備を図ることで、将来にわたり持

続可能な行財政運営を確立することを目的として行政改革を推進します。 

事業の効果 

今後更に進む人口減少、少子高齢化、行政需要の増加、地方分権時代の到来などの諸課題に対

し、定住人口の維持、交流人口の増加、選ばれるまちづくりなどの重点施策を着実に進め、「ふるさ

と佐倉」の実現を図ります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 142 

(仮称）第6次佐倉市行政改革の策定を行います。 

令和02年度 190 

(仮称）第6次佐倉市行政改革の進捗管理を行います。 

令和03年度 0 

(仮称）第6次佐倉市行政改革の進捗管理を行います。 

合計 332  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

佐倉市行政改革総括のための懇話会開催数  3回 4回 

（見直し中） 使用料及び手数料見直しのための懇話会開催数  0回 0回 

見 直 し 事 業 数 （ 累 計 ） 0事業 50事業 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策6 (財政基盤を充実し、財政の健全化を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-6目     /  経常経費 

事業名 223 財政一般事務費 

担当所属 財政課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

財政判断を行うための情報収集や法規集等の整備を行い、予算編成、決算、決算統計、交付税、

起債等の財務事務を適確かつ効率的に行います。 

事業の目的 

適確かつ効率的な財務事務を遂行します。 

事業の効果 

適確かつ効率的な財務事務を行うことで、限りある財源を有効に活用し、財政運営の効率化、健全

化を図ります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 11,812 

財政判断を行うための情報収集や法規集等の整備し、予算編成、決算等の財務

事務を適確かつ効率的に行います。 

令和02年度 11,812 

財政判断を行うための情報収集や法規集等の整備し、予算編成、決算等の財務

事務を適確かつ効率的に行います。 

令和03年度 11,812 

財政判断を行うための情報収集や法規集等の整備し、予算編成、決算等の財務

事務を適確かつ効率的に行います。 

合計 35,436  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

適 確 な 財 務 事 務 の 遂 行  5業務 5業務 

（見直し中） 
経 常 的 経 費 を 見 直 し た 数 全事業 全事業 

予算書・決算書の印刷製本の回数 5回 5回 

新公会計制度に基づく財務諸表の作成  1回 1回 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策6 (財政基盤を充実し、財政の健全化を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-6目     /  臨時経費 

事業名 224 財務会計システム整備運営事業 

担当所属 財政課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・置換え前の財務会計システムは平成 10年の稼働開始から 10年以上が経過し、機器の性能向上

や関連法の改正などにより、システム機能に求められる内容は大きく変わりました。 

・置換え前の財務会計システムは、一部のモジュールが保守対応できないこと等、財務会計業務の

執行に著しく支障をきたす恐れがあるため、システムを導入し、効率的な財務事務運営を図りま

す。 

・新公会計基準に伴う連結財務諸表作成のため、同システムを導入している一部事務組合につい

て、機能を拡張します。併せて、新公会計基準に合致した財務書類の作成に向け、システムを導入

します。 

事業の目的 

予算の編成から執行、決算、行政評価、契約、備品管理等、市の財務会計データを有機的に連携

し、横断的に処理できるシステムを導入することにより、健全で効率的な財務事務を進めます。 

事業の効果 

効率的な財務事務を行うことができ、財政の健全化が図られます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 8,407 

新財務システムの整備および運用を行います。 

元号改正に伴うシステム改修を行います。（平成30～31年度債務負担行為設定） 

令和02年度 6,204 

新財務システムの整備および運用を行います。 

令和03年度 6,204 

新財務システムの整備および運用を行います。 

合計 20,815  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

シ ス テ ム の 稼 働  9業務 9業務 
（見直し中） 

財務会計システムが効率的な財務事務運営に資すると認識する（システム所管）職員の割合  100％ 100％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策6 (財政基盤を充実し、財政の健全化を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 11款-1項-1目     /  経常経費 

事業名 768 借入金償還経費 

担当所属 財政課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

一般会計で借りた地方債の元金の償還を行います。 

事業の目的 

地方債を計画的に借入、償還することにより将来債務を軽減させ、健全な財政運営を維持します。 

事業の効果 

・地方債を計画的に償還することにより、新たな地方債を起債することができ、財源調達だけでな

く、世代間負担の公平性が確保できます。 

・計画的な借入により、将来債務を妥当なものとすることで、健全な財政運営が維持できます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 2,684,288 

一般会計で借りた地方債の元金の償還を行います。 

令和02年度 2,684,288 

一般会計で借りた地方債の元金の償還を行います。 

令和03年度 2,684,288 

一般会計で借りた地方債の元金の償還を行います。 

合計 8,052,864  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

地方債 （元 金 ）の適正な償 還  100％ 100％ （見直し中） 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策6 (財政基盤を充実し、財政の健全化を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-9目     /  臨時経費 

事業名 7502 行政評価事業 

担当所属 企画政策課 事業期間 平成 18年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・行政評価を円滑に実施し、基本施策、施策及び事務事業の取組の方向性及び手段等について

見直しを行います。 

・自己評価による評価報告書について全庁的な観点から基本施策等の取組の方向性及び手段等

について見直しを行うため、佐倉市行政評価委員会を開催します。 

・評価結果及び基本施策等の取組の方向性及び手段等に関し、その実効性を高めるため、佐倉市

行政評価懇話会を開催します。 

事業の目的 

・効果的かつ効率的な行政運営を実現します。 

・市政の透明性を向上させます。 

事業の効果 

・無駄な事業、効果のない事業などを見直し、成果を重視した効率的・効果的な行政運営を実現し

ます 

・市政の透明性を高め、説明責任を果たします。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 347 

・基本施策及び事務事業の取組の方向性及び手段等について評価を行います。 

・佐倉市行政評価委員会を開催します。 

・佐倉市行政評価懇話会を開催します。 

・佐倉市総合計画の進行管理を行います。 

・佐倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証及び必要に応じた改訂を行い

ます。 

令和02年度 347 

・基本施策及び事務事業の取組の方向性及び手段等について評価を行います。 

・佐倉市行政評価委員会を開催します。 

・佐倉市行政評価懇話会を開催します。 

・佐倉市総合計画の進行管理を行います。 

・佐倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証及び必要に応じた改訂を行い

ます。 

令和03年度 347 

・基本施策及び事務事業の取組の方向性及び手段等について評価を行います。 

・佐倉市行政評価委員会を開催します。 

・佐倉市行政評価懇話会を開催します。 

・佐倉市総合計画の進行管理を行います。 

・佐倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証及び必要に応じた改訂を行い

ます。 

合計 1,041  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

施 策 評 価 の 実 施 数  40施策 40施策 

（見直し中） 

行政評価委員会の開催回数  2回 2回 

行政評価懇話会の開催回数  5回 5回 

まちひとしごと創生総合戦略施策評価  29施策 29施策 

目標を達成できた事務事業数の割合  85％ 85％ 

 

6 - 60 



総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策6 (財政基盤を充実し、財政の健全化を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-9目     /  臨時経費 

事業名 9398 総合計画推進事業 

担当所属 企画政策課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・第4次総合計画基本構想の実現に向け、行政評価を行います。 

・第5次佐倉市総合計画の策定を行います。 

・実施計画については毎年度見直しを行い、今後の方向性および手段等について見直しを行いま

す。 

 

事業の目的 

・国の動向や市民要望など、社会状況の変化に柔軟に対応するため、毎年度実施計画を見直しま

す。 

・行政評価等を行うことで、基本構想の実現、基本計画の達成を図ります。 

・第5次佐倉市総合計画により、新たな将来都市像及びまちづくりの方向性を示します。 

 

事業の効果 

・計画的に事業を行うことにより、より効率的・効果的な行政運営を行います。 

・実施計画の見直しを毎年行うことで、効果的な事業の実施を行います。 

・計画に基づいた事業実施を行うことにより職員の意識向上につながります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 10,342 

・佐倉総合計画審議会を開催します。 

・第 5 次佐倉市総合計画（案）確定し、基本構想、基本計画を議案として提出しま

す。 

・実施計画の見直しを行います。 

令和02年度 0 

・第5次佐倉市総合計画の進捗を管理します。 

・実施計画の見直しを行います。 

令和03年度 0 

・第5次佐倉市総合計画の進捗を管理します。 

・実施計画の見直しを行います。 

合計 10,342  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

総 人 口  177,092人 176,974人 

（見直し中） 
合 計 特 殊 出 生 率  1.29 1.32 

転 入 超 過 数  856人 829人 

佐倉に住み続けたいと思う市民の割合  70％ 70％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策6 (財政基盤を充実し、財政の健全化を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-9目     /  臨時経費 

事業名 9795 東日本大震災復興基金積立事業 

担当所属 企画政策課 事業期間 平成 24年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

千葉県から交付される「がんばろう!千葉」市町村復興基金交付金を基金として積み立て、佐倉市が

令和３年度までに行う復興に関する事業に充当するものです。 

事業の目的 

千葉県から交付される交付金を基金として、積み立てるものです。 

事業の効果 

基金として積み立てることにより、令和３年度までに行う復興に関する事業に充当できます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 16 

東日本大震災復興基金の利子を歳入し、基金へ積み立てをします。 

令和02年度 16 

東日本大震災復興基金の利子を歳入し、基金へ積み立てをします。 

令和03年度 16 

東日本大震災復興基金の利子を歳入し、基金へ積み立てをします。 

合計 48  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

復 興 に 関 す る 事 業 数  2事業 2事業 
（見直し中） 

復 興 に関 する事 業 数 の累 計  12事業 14事業 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策6 (財政基盤を充実し、財政の健全化を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-9目     /  臨時経費 

事業名 10645 政策課題研究事業 

担当所属 企画政策課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

総合計画における重要課題など、政策課題に対する基礎調査・研究を行います。 

事業の目的 

現在市が捉えている課題、または今後想定される重要政策課題の中で、中長期的に対応する研究

テーマを設定し、課題解決に向けた基礎調査・研究及び検討を強化し、課題の解決を図ります。 

事業の効果 

課題の分析に必要な基礎資料や関連情報を集め、検討を重ねることで、解決に向けて効率的に取

り組むことが可能となります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 111 

・中長期的な重要政策課題の解決に向けた基礎調査・研究を強化します。 

・市南部地域定住促進のための住民意見交換会等を行い、地域住民の意見を踏

まえた定住･交流人口増加策の実施を検討します。 

令和02年度 111 

・中長期的な重要政策課題の解決に向けた基礎調査・研究を強化します。 

・市南部地域定住促進のための住民意見交換会等を行い、地域住民の意見を踏

まえた定住･交流人口増加策の実施を検討します。 

令和03年度 111 

・中長期的な重要政策課題の解決に向けた基礎調査・研究を強化します。 

・市南部地域定住促進のための住民意見交換会等を行い、地域住民の意見を踏

まえた定住･交流人口増加策の実施を検討します。 

合計 333  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

調 査 ・研 究 を行 った課 題 数 2件 2件 
（見直し中） 

調査研究結果を生かした解決手段立案・取組件数  2件 2件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策6 (財政基盤を充実し、財政の健全化を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-6目     /  臨時経費 

事業名 13235 財政運営研究事業 

担当所属 財政課 事業期間 平成 30年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

有識者及び市民から構成する補助金検討委員会を設置し、補助金の必要性や効果などを定期的

に審議します。 

事業の目的 

各補助金の必要性や効果等について網羅的に審議することで、透明で公正な財政運営の推進を

図ります。 

事業の効果 

・専門的見地、また市民目線での意見を受けることにより、継続して、時代の変化と多様化する市民

ニーズに的確に対応した、効果的かつ効率的な補助金制度の確立が期待できます。 

・有識者や市民等からなる検討委員会からの、補助金の必要性や効果性等の評価に応じた、効果

的な予算配分が可能となります。 

・透明で公正な財政運営の実現が期待できます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 378 

補助金検討委員会を開催（8回）します。 

補助金検討委員会からの意見書を受理します。 

意見書を受け、補助金等交付基準を見直し、令和2年度予算から適用します。 

令和02年度 0 - 

令和03年度 0 - 

合計 378  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

補助金検討委員会開催回数  8回 - 
- 

補助金検討委員会意見の反映割合  100％ - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 6 徴収事業 

担当所属 収税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・滞納者に督促状、催告書を送付し自主的納税を促します。 

・納税相談等を実施します。 

・預貯金や不動産等財産の差押えなど滞納整理を実施します。 

・国民健康保険税の滞納整理と併せて実施します。 

事業の目的 

・財源の確保を図るため、市民税等の収入率の向上を図ります。 

・税負担の公平を図ります。 

事業の効果 

・市民税等の収入率を向上させ、歳入の安定確保につなげます。 

・税の公平性を確保することで、市民へ税制度に関する理解を促進することができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 3,671 

・滞納者に督促状、催告書を送付し自主的納税を促します。 

・納税相談により、適切な納税計画を立てるよう指導・助言を行い、滞納の解消に

努めます。 

・納税の誠意がない滞納者に対しては、財産調査を実施し、差押え等の滞納処分

を行います。 

・国民健康保険税の滞納整理と併せて実施します。 

令和02年度 3,671 

・滞納者に督促状、催告書を送付し自主的納税を促します。 

・納税相談により、適切な納税計画を立てるよう指導・助言を行い、滞納の解消に

努めます。 

・納税の誠意がない滞納者に対しては、財産調査を実施し、差押え等の滞納処分

を行います。 

・国民健康保険税の滞納整理と併せて実施します。 

令和03年度 3,671 

・滞納者に督促状、催告書を送付し自主的納税を促します。 

・納税相談により、適切な納税計画を立てるよう指導・助言を行い、滞納の解消に

努めます。 

・納税の誠意がない滞納者に対しては、財産調査を実施し、差押え等の滞納処分

を行います。 

・国民健康保険税の滞納整理と併せて実施します。 

合計 11,013  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

滞 納 者 への督 促 状 の発 付 必要に応じて発付 必要に応じて発付 

（見直し中） 

財 産 差 押 件 数  対象者に実施 対象者に実施 

年 間 滞 納 繰 越 収 入 額  410,000千円 400,000千円 

市税収入率（現年課税分＋滞納繰越分）  94.4％ 94.4％ 

市 税 収 入 率 （現 年 課 税 分 ）  98.8％ 98.8％ 

市 税 収 入 率 （滞 納 繰 越 分 ）  24.8％ 24.8％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 7 収納事業 

担当所属 収税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・各金融機関で納付された税金の収納データを確認し、適正な収納管理を行います。 

・市民税等の円滑な収納のため、口座振替依頼書を納税通知書に同封するなど口座振替納付を勧

奨します。 

・口座振込申込みを受付け、振替手続きを行います。 

事業の目的 

・口座振替納付を勧奨することで、市民税等の円滑な収納を図ります。 

・市民税等の収入率向上を図ります。 

事業の効果 

・市民税等の収入率を向上させ、歳入の安定確保につなげます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 3,542 

・各金融機関等で納付された市税の納付データを確認し、適正な収納管理を実

施します。 

・市税の口座納付について、転入者に対する利用案内の配布、納税通知書に口

座振替依頼書の同封、窓口での個別案内により勧奨を実施します。 

※口座振替を行っている税は、市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、

軽自動車税です。 

令和02年度 3,542 

・各金融機関等で納付された市税の納付データを確認し、適正な収納管理を実

施します。 

・市税の口座納付について、転入者に対する利用案内の配布、納税通知書に口

座振替依頼書の同封、窓口での個別案内により勧奨を実施します。 

※口座振替を行っている税は、市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、

軽自動車税です。 

令和03年度 3,542 

・各金融機関等で納付された市税の納付データを確認し、適正な収納管理を実

施します。 

・市税の口座納付について、転入者に対する利用案内の配布、納税通知書に口

座振替依頼書の同封、窓口での個別案内により勧奨を実施します。 

※口座振替を行っている税は、市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、

軽自動車税です。 

合計 10,626  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

口座振替依頼書送付枚数（納税通知書同封分） 納税通知書同封枚数 納税通知書同封枚数 

（見直し中） 

口 座 振 替 利 用 件 数 利用件数の増加 利用件数の増加 

口 座 振 替 金 額 口座振替で収入した金額 口座振替で収入した金額 

口 座 振 替 の 加 入 率  28％ 28％ 

市税収入率（現年課税分） 98.8％ 98.8％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 12 家屋評価事業 

担当所属 資産税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・地方税法第４０３条により、固定資産税評価基準に基づく家屋の価格を決定する評価業務を行い

ます。 

・固定資産情報管理システム及び航空写真を活用し、未登録家屋の現地調査及び評価を行いま

す。 

事業の目的 

・固定資産の対象となる家屋について、正確に把握し、適正な評価を行います。 

事業の効果 

・適正な賦課を実施し安定した財源を確保することで、市全体として健全な財政運営が可能となりま

す。 

・適正な賦課実施により市税への信頼を高め、収入率の向上に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 1,243 

・地方税法第４０３条により、固定資産税(家屋)の価格を決定する評価事務を行い

ます。 

・家屋評価に必要な現地調査を行います。 

・固定資産情報管理システム及び航空写真を活用し、未登録家屋の現地調査及

び評価を行います。 

・家屋評価システムを活用し、正確で迅速な処理を行います。 

令和02年度 1,243 

・地方税法第４０３条により、固定資産税(家屋)の価格を決定する評価事務を行い

ます。 

・家屋評価に必要な現地調査を行います。 

・固定資産情報管理システム及び航空写真を活用し、未登録家屋の現地調査及

び評価を行います。 

令和03年度 1,243 

・地方税法第４０３条により、固定資産税(家屋)の価格を決定する評価事務を行い

ます。 

・家屋評価に必要な現地調査を行います。 

・固定資産情報管理システム及び航空写真を活用し、未登録家屋の現地調査及

び評価を行います。 

合計 3,729  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

航 空 写 真 取 得 1部 1部 

（見直し中） 

新増築家屋の評価総件 数  建築確認申請件数 建築確認申請件数 

新増築家屋の評価件数のうち非木造家屋  対象家屋数 対象家屋数 

新増築家屋の評価件数のうち木造家屋  対象家屋数 対象家屋数 

課 税 件 数 有効な家屋評価総件数 有効な家屋評価総件数 

決 定 価 格 固定資産税決定価格 固定資産税決定価格 

課 税 標 準 額 課税標準額 課税標準額 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 122 市民税課税事業 

担当所属 市民税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・個人及び法人市民税の課税業務を実施します。 

事業の目的 

・市税のうち約 50％を占める市民税の課税を適正かつ迅速に実施することにより、市の財政基盤の

安定化を図ります。 

事業の効果 

・適正な課税を実施し安定した財源を確保することで、市全体として健全な財政運営が可能となりま

す。 

・適正な課税の実施により市税制への信頼を高め、収納率の向上に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 10,426 

個人、法人市民税の課税業務を実施します。 

・確定申告会場を中央公民館に設置し、相談対応、申告受付を行います。 

・市民税申告を受け付けます。 

・個人市民税の申告資料確認作業を行います。 

・法人市民税の申告資料確認作業を行います。 

・納税通知書を発送します。 

令和02年度 10,426 

個人、法人市民税の課税業務を実施します。 

・確定申告会場を中央公民館に設置し、相談対応、申告受付を行います。 

・市民税申告を受け付けます。 

・個人市民税の申告資料確認作業を行います。 

・法人市民税の申告資料確認作業を行います。 

・納税通知書を発送します。 

令和03年度 10,426 

個人、法人市民税の課税業務を実施します。 

・確定申告会場を中央公民館に設置し、相談対応、申告受付を行います。 

・市民税申告を受け付けます。 

・個人市民税の申告資料確認作業を行います。 

・法人市民税の申告資料確認作業を行います。 

・納税通知書を発送します。 

合計 31,278  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

個 人 市 民 税 賦 課 資 料 件 数  250,000件 250,000件 

（見直し中） 

法 人 市 民 税 申 告 書 件 数  4,800件 4,800件 

個人市民税現年課税分調定額  11,140,877千円 11,140,877千円 

法人市民税現年課税分最終調定額  1,349,401千円 1,349,401千円 

個 人 市 民 税 納 税 義 務 者 数  84,000人 84,000人 

法 人 市 民 税 納 税 義 務 者 数  3,200社 3,200社 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  臨時経費 

事業名 123 課税資料電子化推進事業 

担当所属 市民税課 事業期間 平成 21年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・各種の支払報告書、確定申告書等の課税資料及び納税データについて、地方税ポータルシステ

ム（ｅＬＴＡＸ）を利用して電子データによる授受を行うために必要なシステムの管理運営を委託しま

す。 

・ｅＬＴＡＸにおける電子申告及び電子申請の機能を利用するために必要なシステムの構築及び導

入後の管理運営を委託します。 

・ｅＬＴＡＸの運営主体である地方共同法人地方税共同機構（旧一般財団法人地方税電子化協議

会）に負担金を支払います。 

事業の目的 

・課税資料を電子化することにより、課税事務の適正化、効率化を図ります。 

・電子申告を導入することで、課税資料提出に係る事業所等の事務軽減を図ります。 

・個人住民税（特別徴収分）等の納税を電子化することにより、収納事務の効率化を図ります。 

事業の効果 

・個人住民税の課税資料となる公的年金等の支払報告書、確定申告書及び給与支払報告書等をｅ

ＬＴＡＸを通じて受信することにより、賦課業務を適切かつ効率的に実施します。 

・法人市民税及び固定資産税の償却資産について、電子申告及び電子申請を可能とすることで賦

課業務を効率化します。 

・システムを利用した個人住民税（特別徴収分）等の納税により、収納事務を効率化し、市及び事業

所等の事務を軽減します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 11,017 

・地方税共同機構（旧地方税電子化協議会）が運営する地方税ポータルシステム

（ｅＬＴＡＸ）を通じて、個人住民税、法人市民税及び固定資産税の償却資産に係

る課税資料を電子データにより送受信するために、必要なシステムの運営管理を

民間ＡＳＰ事業者に委託します。10 月より地方税共通納税システムの運用を開始

します。 

・ｅＬＴＡＸの運営主体である地方税共同機構に対して負担金を支出します。 

令和02年度 12,610 

・地方税共同機構（旧地方税電子化協議会）が運営する地方税ポータルシステム

（ｅＬＴＡＸ）を通じて、個人住民税、法人市民税及び固定資産税の償却資産に係

る課税資料、また、市民税（特別徴収分）等の納税データを電子データにより送受

信するために、必要なシステムの運営管理を民間ＡＳＰ事業者に委託します。 

・ｅＬＴＡＸの運営主体である地方税共同機構に対して負担金を支出します。 

令和03年度 12,610 

・地方税共同機構（旧地方税電子化協議会）が運営する地方税ポータルシステム

（ｅＬＴＡＸ）を通じて、個人住民税、法人市民税及び固定資産税の償却資産に係

る課税資料、また、市民税（特別徴収分）等の納税データを電子データにより送受

信するために、必要なシステムの運営管理を民間ＡＳＰ事業者に委託します。 

・ｅＬＴＡＸの運営主体である地方税共同機構に対して負担金を支出します。 

合計 36,237  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

確 定 申 告 書  受 信 件 数 34,000件 34,000件 

（見直し中） 
公的年金支払報告書 受信件数  88,000件 88,000件 

給与支払報告書  受信件数 50,000件 50,000件 

個人市民税納税義務者数（退職所得分を除く）  84,000人 84,000人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 124 固定資産税等課税事業 

担当所属 資産税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・固定資産税及び都市計画税の賦課業務を実施します。 

事業の目的 

・適正な賦課業務を実施することにより、税収を確保することができ安定的な行政を運営することが

可能となります。 

事業の効果 

・適正な賦課を実施し安定した財源を確保することで、市全体として健全な財政運営が可能となりま

す。 

・適正な賦課実施により市税への信頼を高め、収入率の向上に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 8,484 

固定資産税、都市計画税の賦課業務を実施します。 

・土地、家屋等の価格等を固定資産税課税台帳に登録します。 

・１月１日現在の固定資産所有者に対し、課税を行います。 

・法定相続人の調査を行います。 

・納税通知書を発送します。 

令和02年度 8,484 

固定資産税、都市計画税の賦課業務を実施します。 

・土地、家屋等の価格等を固定資産税課税台帳に登録します。 

・１月１日現在の固定資産所有者に対し、課税を行います。 

・法定相続人の調査を行います。 

・納税通知書を発送します。 

令和03年度 8,484 

固定資産税、都市計画税の賦課業務を実施します。 

・土地、家屋等の価格等を固定資産税課税台帳に登録します。 

・１月１日現在の固定資産所有者に対し、課税を行います。 

・法定相続人の調査を行います。 

・納税通知書を発送します。 

合計 25,452  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

固 定 資 産 税 納 税 義 務 者 数 納税義務者数 納税義務者数 

（見直し中） 

異 動 分 課 税 台 帳 処 理 件 数 税務通知処理件数 税務通知処理件数 

固定資産税・都市計画税調定額  10,343,008千円 10,343,008千円 

納 税 通 知 書 発 送 件 数 納税通知書発送件数 納税通知書発送件数 

納 税 義 務 者 数 【 土 地 】  土地の納税義務者数 土地の納税義務者数 

納 税 義 務 者 数 【 家 屋 】  家屋の納税義務者数 家屋の納税義務者数 

納税義務者数 【償却資産 】  償却資産の納税義務者 償却資産の納税義務者 

調 定 額 【 固 定 資 産 税 】  8,752,370千円 8,752,370千円 

調 定 額 【 都 市 計 画 税 】  1,590,638千円 1,590,638千円 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  臨時経費 

事業名 125 評価替え等事業 

担当所属 資産税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・地方税法第403条により、固定資産評価基準に基づく固定資産税(土地)の価格を決定する評価業

務を実施します。 

・評価替え基準年度(3 年に 1 度）に向け、土地の価格を算出するための不動産鑑定評価業務を行

います。 

・地価動向を調査する時点修正業務に係る不動産鑑定評価業務を行います。 

事業の目的 
・固定資産税の対象となる土地について、評価の適正化と均衡化を図ります。 

 

事業の効果 

・適正な賦課を実施し安定した財源を確保することで、市全体として健全な財政運営が可能となりま

す。 

・適正な賦課実施により市税への信頼を高め、収入率の向上に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 47,935 

評価替えに関する業務 

・標準宅地等の標準価格を求めるための不動産鑑定士による鑑定評価を実施し

ます。 

・時点修正業務委託を実施します。 

・市内の価格バランスを検討する固定資産鑑定評価員(鑑定士）会議を実施しま

す。 

・近隣市町村との価格バランスを調整する会議に出席し、バランス検討を行いま

す。 

・成田税務署と相続税路線価との価格バランス検討を行います。 

令和02年度 1,502 

評価替えに関する業務 

・時点修正業務委託を実施します。 

・市内の価格バランスを検討する固定資産鑑定評価員(鑑定士）会議を実施しま

す。 

・近隣市町村との価格バランスを調整する会議に出席し、バランス検討を行いま

す。 

・成田税務署と相続税路線価との価格バランス検討を行います。 

令和03年度 1,502 

評価替えに関する業務 

・時点修正業務委託を実施します。 

・市内の価格バランスを検討する固定資産鑑定評価員(鑑定士）会議を実施しま

す。 

・近隣市町村との価格バランスを調整する会議に出席し、バランス検討を行いま

す。 

・成田税務署と相続税路線価との価格バランス検討を行います。 

合計 50,939  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度 

基 礎 業 務 数  2業務 1業務 

（見直し中） 

近隣市町村との価格バランス検討会議出席回数  適正に実施 適正に実施 

市内の価格バランス検討会議  適正に実施 適正に実施 

相続税路線価との価格バランス検討会議  適正に実施 適正に実施 

不 動 産 鑑 定 評 価 地 点 数  670地点 0地点 

不動産鑑定（時点修正）地点数  100地点 105地点 

評 価 件 数  173,800筆 174,200筆 
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総合計画の位置付け 第 6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 233 諸税課税事業 

担当所属 市民税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・軽自動車税及び市たばこ税の課税業務を実施します。 

事業の目的 

・軽自動車税及び市たばこ税の課税を適正かつ迅速に実施することにより、市の財政基盤の安定

化を図ります。 

事業の効果 

・適正な課税を実施し、安定した財源を確保することで、市全体として健全な財政運営が可能となり

ます。 

・適正な課税の実施により市税制への信頼を高め、収納率の向上に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 2,826 

軽自動車税及び市たばこ税の課税業務を実施します。 

・軽自動車所有権異動届の受付を行います。 

・軽自動車検査協会・運輸支局との連絡調整を行います。 

・納税通知書の発送を行います。 

・減免申請書の発送及び減免手続きを行います。 

・納税通知書未到達分の処理を行います。 

・市たばこ税の申告を受け付けます。 

令和02年度 2,826 

軽自動車税及び市たばこ税の課税業務を実施します。 

・軽自動車所有権異動届の受付を行います。 

・軽自動車検査協会・運輸支局との連絡調整を行います。 

・納税通知書の発送を行います。 

・減免申請書の発送及び減免手続きを行います。 

・納税通知書未到達分の処理を行います。 

・市たばこ税の申告を受け付けます。 

令和03年度 2,826 

軽自動車税及び市たばこ税の課税業務を実施します。 

・軽自動車所有権異動届の受付を行います。 

・軽自動車検査協会・運輸支局との連絡調整を行います。 

・納税通知書の発送を行います。 

・減免申請書の発送及び減免手続きを行います。 

・納税通知書未到達分の処理を行います。 

・市たばこ税の申告を受け付けます。 

合計 8,478  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

課税対象件数 （軽自動車税 ）  40,500台 40,500台 

（見直し中） 

課 税 対 象 件 数 （市 たばこ税 ） 149,070千本 149,070千本 

軽自動車税減免申請書発送件数 400件 400件 

軽 自 動 車 税 調 定 額  267,406千円 267,406千円 

市 た ば こ 税 納 税 額 843,462千円 843,462千円 
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総合計画の位置付け 第 6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 234 償却資産評価事業 

担当所属 資産税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

固定資産税（償却資産）の申告及び賦課業務を実施します。 

事業の目的 

固定資産税のうち約２割の税収を占める償却資産の賦課を適正に実施し、市の財政基盤の安定化

を図ります。 

事業の効果 

・適正な賦課を実施し安定した財源を確保することで、市全体として健全な財政運営が可能となりま

す。 

・適正な賦課実施により市税への信頼を高め、収入率の向上に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 945 

固定資産税（償却資産）の申告及び賦課業務を実施します。 

・償却資産所有者に対して、課税制度の周知を図ります。 

・償却資産の申告書を受け付けます。 

・償却資産の申告内容の確認作業を行います。 

・未申告者等に対して、税務署調査及び実地調査を行います。 

令和02年度 945 

固定資産税（償却資産）の申告及び賦課業務を実施します。 

・償却資産所有者に対して、課税制度の周知を図ります。 

・償却資産の申告書を受け付けます。 

・償却資産の申告内容の確認作業を行います。 

・未申告者等に対して、税務署調査及び実地調査を行います。 

令和03年度 945 

固定資産税（償却資産）の申告及び賦課業務を実施します。 

・償却資産所有者に対して、課税制度の周知を図ります。 

・償却資産の申告書を受け付けます。 

・償却資産の申告内容の確認作業を行います。 

・未申告者等に対して、税務署調査及び実地調査を行います。 

合計 2,835  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度  

申 告 件 数  申告件数 申告件数 

（見直し中） 
実 地 調 査 件 数  実地件数 実地件数 

決 定 価 格  申告により算出される価格 申告により算出される価格 

課 税 標 準 額  申告により算出される額 申告により算出される額 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-21目     /  経常経費 

事業名 345 市税等還付事業 

担当所属 収税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

過年度に納付された市税について、確定申告等により減額となった市県民税や法人税の予定納税

額の精査及び課税錯誤等により過誤納が発生した場合は、対象者の方に還付します。 

事業の目的 

税の過誤納が判明した場合、迅速な事務処理により還付を行い、適正な収納管理を行います。 

事業の効果 

適正かつ速やかな還付事務を行うことにより、市民の税に関する信頼性を高めます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 109,020 

過年度に納付された市税について、過誤納が発生した場合に還付を行います。 

令和02年度 109,020 

過年度に納付された市税について、過誤納が発生した場合に還付を行います。 

令和03年度 109,020 

過年度に納付された市税について、過誤納が発生した場合に還付を行います。 

合計 327,060  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

還 付 実 施 率  100％ 100％ 
（見直し中） 

過誤納金の合計還付件数、合計還付金額  対象者に還付 対象者に還付 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  臨時経費 

事業名 445 土地評価事業 

担当所属 資産税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・地方税法第403条により、固定資産評価基準に基づく固定資産税(土地)の価格を決定する評価業

務を実施します。 

・評価替え基準年度（3年に1度）に向け、用途地区、標準宅地、路線価等の見直しや算出を行いま

す。 

・固定資産税評価基準に基づいて固定資産（土地）の年度ごとの課税データ等を作成します。 

事業の目的 

・固定資産税の対象となる土地について、評価の適正化と均衡化を図ります。 

事業の効果 

・適正な賦課を実施し安定した財源を確保することで、市全体として健全な財政運営が可能となりま

す。 

・適正な賦課実施により市税への信頼を高め、収入率の向上に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 19,668 

土地の評価に関する業務 

翌年度の土地評価を行います。 

令和3年度評価替えに向け、次の見直し及び算出等を行います。 

（評価替え 2年目） 

・路線の見直し、仮路線価算定、地価形成要因等の見直し 

・土砂災害警戒区域等抽出、面積算出等 

・地番図の高精度化 

令和02年度 17,847 

土地の評価に関する業務 

翌年度の土地評価を行います。 

令和3年度評価替えに向け、次の見直し及び算出等を行います。 

（評価替え最終年度） 

・路線価見直し、路線価算出等 

・土砂災害警戒区域等抽出、面積算出等 

・地番図の高精度化 

令和03年度 17,785 

土地の評価に関する業務 

翌年度の土地評価を行います。 

令和6年度評価替えに向け、次の見直し及び算出等を行います。 

（評価替え 1年目） 

・用途地区・状況類似地域区分、標準地宅地等の見直し 

・土砂災害警戒区域等抽出、面積算出等 

・地番図の高精度化 

合計 55,300  

 

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

基 礎 業 務 数  2業務 2業務 

（見直し中） 路 線 数  7,100本 7,100本 

評 価 件 数  173,800筆 174,200筆 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-1目     /  経常経費 

事業名 536 税務相談事業 

担当所属 市民税課 事業期間 平成元年度～平成 31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・税理士による税の総合相談事業をミレニアムセンタ―佐倉の相談室において年 5回（6月、8月、

10月、12月、1月の第1金曜日）実施します。 

・税理士会に税理士の派遣を依頼します。 

事業の目的 

・税金問題全般について相談の場を設け、市民の悩みに専門的かつ早期に対応することで、市民

サービスの充実を図ります。 

事業の効果 

・市民の税に関する問題を解決することで、市民に納得・理解をしてもらったうえで納税してもらうこ

とができます。 

・相談できる窓口があることで、市民に安心感を持って生活してもらえます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 78 

千葉県税理士会成田支部に税理士の派遣を依頼し、税理士による税に関する相

談会を年5回実施します。 

令和02年度 78 

千葉県税理士会成田支部に税理士の派遣を依頼し、税理士による税に関する相

談会を年5回実施します。 

令和03年度 78 

千葉県税理士会成田支部に税理士の派遣を依頼し、税理士による税に関する相

談会を年5回実施します。 

合計 234  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

相 談 会 開 催 回 数  5回 5回 
（見直し中） 

相 談 者 数  50人 50人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  臨時経費 

事業名 537 固定資産情報管理システム運用事業 

担当所属 資産税課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・地方税法第403条により、固定資産評価基準に基づく固定資産税(土地)の価格を決定する評価業

務を実施します。 

・適正な賦課を行うために、固定資産情報管理システム及びデータ等の修正を行います。また、評

価替えのためのデータ等の修正を行います。 

・適正な賦課及び的確、迅速な家屋評価業務を実施するため、家屋評価システムを導入（再調達）

します。 

事業の目的 

・固定資産税の対象となる土地について、評価の適正化と均衡化の推進を図ります。 

・適正かつ迅速な家屋評価を行うことにより、適正な賦課業務及び徴税コストの軽減を図ります。 

事業の効果 

・適正な賦課を実施し安定した財源を確保することで、市全体として健全な財政運営が可能となりま

す。 

・適正な賦課実施により市税への信頼を高め、収入率の向上に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 14,014 

・令和 3 年度評価替えに向けた航空写真撮影及び写真データの作成を行い、固

定資産情報管理システムにデータ入力します。 

・固定資産評価基準に基づく適正な賦課を行うために、固定資産情報管理システ

ムデータ等の修正を行います。 

・固定資産評価基準に基づき適正な家屋評価を実施するため、再調達した家屋

評価システムの運用を開始します。 

・新たな家屋評価システムの運用にあたり、基幹システムである住民情報システム

との連携及び調整を行います。 

令和02年度 10,147 

・固定資産評価基準に基づく固定資産税(土地)の価格を決定する評価業務を実

施します。 

・固定資産評価基準に基づく適正な賦課を行うために、固定資産情報管理システ

ムのデータ修正を行います。 

・令和3年度評価替えのための固定資産情報管理システム修正を行います。 

・固定資産評価基準に基づき適正な家屋評価を実施するため、再調達した家屋

評価システムを運用します。 

令和03年度 6,264 

・固定資産評価基準に基づく固定資産税(土地)の価格を決定する評価業務を実

施します。 

・固定資産評価基準に基づく適正な賦課を行うために、固定資産情報管理システ

ムのデータ修正を行います。 

・固定資産評価基準に基づき適正な家屋評価を実施するため、再調達した家屋

評価システムを運用します。 

合計 30,425  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

基 礎 業 務 数  6業務 6業務 

（見直し中） 
評 価 件 数  173,800筆 174,200筆 

評 価 決 定 価 格  評価の結果算出される額 評価の結果算出される額 

課 税 標 準 額  評価の結果算出される額 評価の結果算出される額 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 649 土地経年変化整備事業 

担当所属 資産税課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・地方税法第４０３条により、固定資産評価基準に基づく固定資産税(土地)の価格を決定する評価

業務を実施します。 

・法務局から通知される登記済通知書を基に佐倉市所有の公図及び公図調整図の修正を行いま

す。 

・住宅地図発行にあたり実施された市内全域の現地調査結果に基づき経年変化図を作成します。 

・上記業務委託により、固定資産の異動状況を把握、現地調査を実施し、土地の利用状況に沿った

課税地目の認定を行い、地目別に定められた評価方法により評価します。 

事業の目的 

・固定資産税の対象となる土地について、評価の適正化と均衡化を図ります。 

事業の効果 

・適正な賦課を実施し安定した財源を確保することで、市全体として健全な財政運営が可能となりま

す。 

・適正な賦課実施により市税への信頼を高め、収入率の向上に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 2,876 

土地評価事務の実施 

・法務局からの税務通知、経年変化図等を参考に現地調査を実施します。 

・土地の利用状況に沿った課税地目の認定を行い、地目別に定められた評価方

法により評価し、課税データを作成します。 

令和02年度 2,876 

土地評価事務の実施 

・法務局からの税務通知、経年変化図等を参考に現地調査を実施します。 

・土地の利用状況に沿った課税地目の認定を行い、地目別に定められた評価方

法により評価し、課税データを作成します。 

令和03年度 2,876 

土地評価事務の実施 

・法務局からの税務通知、経年変化図等を参考に現地調査を実施します。 

・土地の利用状況に沿った課税地目の認定を行い、地目別に定められた評価方

法により評価し、課税データを作成します。 

合計 8,628  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

基 礎 業 務 委 託  ２業務 ２業務 

（見直し中） 
異 動 に伴 う評 価 筆 数  評価対象に対し適正実施 評価対象に対し適正実施 

評 価 決 定 価 格  評価の結果算出される額 評価の結果算出される額 

評 価 件 数  173,800筆 174,200筆 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  臨時経費 

事業名 7759 収納システム事業 

担当所属 収税課 事業期間 平成 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・コンビニ収納システムの運用を行います。 

・金融機関等の窓口収納データを適正に管理するため、ＯＣＲ（納付書データ機械読取）業務を委

託します。 

事業の目的 

・納税手段の拡大により納税者の利便性を向上させます。 

・市税収納データの適正な管理を行います。 

事業の効果 

・納税し易い環境を整えることで市税の納期ごとの安定した収入を確保し安定した財政運営を確保

することができます。 

・金融機関等の窓口収納データの正確かつ迅速な処理が実現され、過誤納金処理など収納後の

処理を合理的に進めることができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 19,218 

金融機関等の窓口納付・口座振替納付・コンビニエンスストア納付等の様々な収

納データについて、的確にデータ処理を行います。 

令和02年度 19,424 

金融機関等の窓口納付・口座振替納付・コンビニエンスストア納付等の様々な収

納データについて、的確にデータ処理を行います。 

令和03年度 19,424 

金融機関等の窓口納付・口座振替納付・コンビニエンスストア納付等の様々な収

納データについて、的確にデータ処理を行います。 

合計 58,066  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

コ ン ビ ニ 収 納 取 扱 件 数 173,500件 177,700件 

（見直し中） O C R デー タ読 取 処 理 件 数 233,700件 230,500件 

普通徴収に占めるコンビニ収納割合 40％ 40％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】国民健康保険特別会計 1款-2項-1目     /  臨時経費 

事業名 7836 収納システム事業（健康保険税分） 

担当所属 収税課 事業期間 平成 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・コンビニ収納システムの運用を行います。 

・金融機関等における窓口収納データを適正に管理するため、ＯＣＲ（納付書データ機械読取）業

務を委託します。 

事業の目的 

・納税手段の拡大により納税者の利便性の向上を図ります。 

・国民健康保険税収納データの適正な管理を行います。 

事業の効果 

・納税し易い環境を整えることで納期ごとの安定した収入を確保し、安定した国民健康保険の財政

運営を確保することができます。 

・金融機関等の窓口収納データの正確かつ迅速な処理が実現され、過誤納金処理など収納後の

処理を合理的に進めることができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 6,612 

金融機関等の窓口納付・口座振替納付・コンビニエンスストア納付等の様々な収

納データについて、的確にデータ処理を行います。 

令和02年度 6,672 

金融機関等の窓口納付・口座振替納付・コンビニエンスストア納付等の様々な収

納データについて、的確にデータ処理を行います。 

令和03年度 6,672 

金融機関等の窓口納付・口座振替納付・コンビニエンスストア納付等の様々な収

納データについて、的確にデータ処理を行います。 

合計 19,956  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

国民健康保険税コンビニ収納取扱件数  78,800件 80,700件 

（見直し中） O C R デー タ読 取 処 理 件 数 55,700件 53,800件 

国民健康保険税（普通徴収分）に占めるコンビニ収納の割合 40％ 40％ 
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総合計画の位置付け 第 6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-1目     /  経常経費 

事業名 9643 固定資産評価審査委員会事業 

担当所属 市民税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

地方自治法第 202条の 2第5項に規定する固定資産評価審査委員会に関する事務を行います。 

事業の目的 

固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定等を行う固定資産評価審査委員会

を事務局として補佐します。 

事業の効果 

固定資産税の評価及び課税の主体である市長から独立した委員会において審査することにより、

審査の中立性・公平性を確保します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 83 

・固定審査課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するための固定 

資産評価審査委員会の事務を行います。 

・固定資産評価審査委員会の委員の研修会を実施します。 

令和02年度 83 

・固定審査課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するための固定 

資産評価審査委員会の事務を行います。 

・固定資産評価審査委員会の委員の研修会を実施します。 

令和03年度 83 

・固定審査課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するための固定 

資産評価審査委員会の事務を行います。 

・固定資産評価審査委員会の委員の研修会を実施します。 

合計 249  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

委 員 会 の 開 催 回 数  審査申出により開催 審査申出により開催 
（見直し中） 

審 査 決 定 件 数  審査申出による 審査申出による 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】国民健康保険特別会計 1款-2項-1目     /  経常経費 

事業名 9653 保険税の徴収事務費 

担当所属 収税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・各金融機関等で納付された国民健康保険税の収納データを確認し、適正な収納管理を行いま

す。 

・円滑な収納のため、口座振替納付を勧奨します。 

事業の目的 

・国民健康保険財政の財源の確保を図るため、収入率の向上を図ります。 

事業の効果 

・国民健康保険税の収入率を向上させ、歳入の安定確保につなげます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 5,607 

国民健康保険税の口座納付について、窓口での加入手続き時に個別案内による

勧奨、納税通知書に口座振替依頼書の同封による勧奨を行います 

令和02年度 5,607 

国民健康保険税の口座納付について、窓口での加入手続き時に個別案内による

勧奨、納税通知書に口座振替依頼書の同封による勧奨を行います 

令和03年度 5,607 

国民健康保険税の口座納付について、窓口での加入手続き時に個別案内による

勧奨、納税通知書に口座振替依頼書の同封による勧奨を行います 

合計 16,821  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

口座振替依頼書送付枚数（納税通知書同封枚数）  納税通知書同封枚数 納税通知書同封枚数 

（見直し中） 

口 座 振 替 利 用 件 数  8,800件 8,800件 

口 座 振 替 額  口座振替で収入した金額 口座振替で収入した金額 

口 座 振 替 率  34％ 34％ 

国民健康保険税の収入率（現年度課税分）  92.8％ 92.8％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】国民健康保険特別会計 1款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 9654 滞納処分事務費 

担当所属 収税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・国民健康保険税の滞納者に対し自主的納税を促すため、督促状や催告書を送付します。また、

市の通知に誠実に反応する滞納者に対しては、個別の納税相談等により滞納者の実態を把握し、

適切な滞納解消計画を立て、分割納付等の指導を行います。納税に誠意を見せない滞納者に対

しては、必要に応じて財産調査を実施して差押等の滞納処分を行います。 

事業の目的 

・国民健康保険の収入率を向上させます。 

・国民健康保険税負担の公平・公正を維持充実させます。 

・納税の誠実がない滞納者に対し適切な滞納処分等を行うとともに、納税に誠意のある滞納者への

国民健康保険による医療給付を確保します。 

事業の効果 

・国民健康保険税の収入率を向上させることで、国民健康保険の安定的な運営を確保します。 

・税負担の公平・公正を維持向上させることで、国民健康保険制度に対する被保険者の信頼を醸成

します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 3,371 

・国民健康保険税の滞納者に対し自主的納税を促すため、督促状や催告書を送

付します。 

・個別の納税相談等により滞納者の実態を把握し、適切な滞納解消計画を立て、

分割納付等の指導を行います。 

・納税の誠意がない滞納者に対しては、財産調査を実施し、差押え等の滞納処分

を行います。 

令和02年度 3,371 

・国民健康保険税の滞納者に対し自主的納税を促すため、督促状や催告書を送

付します。 

・個別の納税相談等により滞納者の実態を把握し、適切な滞納解消計画を立て、

分割納付等の指導を行います。 

・納税の誠意がない滞納者に対しては、財産調査を実施し、差押え等の滞納処分

を行います。 

令和03年度 3,371 

・国民健康保険税の滞納者に対し自主的納税を促すため、督促状や催告書を送

付します。 

・個別の納税相談等により滞納者の実態を把握し、適切な滞納解消計画を立て、

分割納付等の指導を行います。 

・納税の誠意がない滞納者に対しては、財産調査を実施し、差押え等の滞納処分

を行います。 

合計 10,113  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

国民健康保険税滞納者への督促状の発付  必要に応じて発付 必要に応じて発付 

（見直し中） 
国民健康保険税の収入率（現年度課税分+滞納繰越分） 65.5％ 65.5％ 

国民健康保険税の収入率（現年度課税分） 92.8％ 92.8％ 

国民健康保険税の収入率（滞納繰越分）  16.5％ 16.5％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策7 (税の公平、公正、効率的賦課と収入率向上を目指します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-2目     /  経常経費 

事業名 11865 滞納処分事業 

担当所属 収税課 事業期間 昭和 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・滞納者の財産を換価処分し、滞納税に充てます。 

事業の目的 

・財源の確保を図るため、市税の収納率の向上を図ります。 

・税負担の公平を図ります。 

事業の効果 

・滞納税の圧縮を図ります。 

・税の公平性を確保し、市民の税制度への理解を高めます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 7,320 

公売対象物件の鑑定を行います。 

会場型およびインターネット公売を行います。 

相続財産管理人選任の申し立てを行います。 

令和02年度 7,320 

公売対象物件の鑑定を行います。 

会場型およびインターネット公売を行います。 

相続財産管理人選任の申し立てを行います。 

令和03年度 7,320 

公売対象物件の鑑定を行います。 

会場型およびインターネット公売を行います。 

相続財産管理人選任の申し立てを行います。 

合計 21,960  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

公 売 対 象 物 件 の 鑑 定  10件 10件 

（見直し中） 公 売 の 執 行  10件 10件 

市 税 収 入 率 の 向 上  24.8％ 24.8％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策8 (新たな財源確保を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-9目     /  臨時経費 

事業名 11643 ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 

担当所属 地域創生課 事業期間 平成 21年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

佐倉をふるさととして応援しようとする個人又は団体から寄附金を受け入れ、これを財源として各種

事業を実施します。 

また、寄附者に対し、特産品を贈呈します。 

事業の目的 

寄附をしたものの想いに応え、もって個性豊かで活力あるふるさと佐倉のまちづくりに資することお

目的とします。 

また、特産品の贈呈による寄附の増加、市の知名度の向上及び産業の活性化を図ります。 

事業の効果 

寄附の増加、市の知名度の向上及び産業の活性化が期待できます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 13,864 

・寄附の受入れを行います。 

・寄附者に対し、お礼の品として特産品を贈呈します。 

令和02年度 13,864 

・寄附の受入れを行います。 

・寄附者に対し、お礼の品として特産品を贈呈します。 

令和03年度 13,864 

・寄附の受入れを行います。 

・寄附者に対し、お礼の品として特産品を贈呈します。 

合計 41,592  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

お 礼 の 品 提 供 事 業 者 数 45社 50社 

（見直し中） お 礼 の 品 認 定 商 品 数  65商品 70商品 

寄 附 件 数  1659件 1825件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策9 (窓口サービスの向上を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-3項-1目     /  経常経費 

事業名 114 戸籍住民基本台帳管理事業 

担当所属 市民課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・戸籍法、住民基本台帳法、印鑑条例に関する届出・申請などに適切に対処します。 

・総合窓口として、機能を推進することで、ワンストップサービスの充実を図ります。 

事業の目的 

・戸籍業務、住民基本台帳事務等の充実を図り、より一層の市民サービスを提供することを目的とし

ます。 

・総合窓口としての機能を推進することにより、ワンストップサービスの充実を図ります。 

事業の効果 

・戸籍業務、住民基本台帳事務等の充実により、一層の市民サービスの提供が図られます。 

・総合窓口としての機能の推進により、ワンストップサービスの充実が図られます。 

・自動交付機を活用することにより、待ち時間の緩和・土曜日における市民サービスの提供が図ら

れます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 3,206 

・戸籍法、住民基本台帳法、印鑑条例に関する届出・申請などを対処します。 

・総合窓口として、ワンストップサービスの充実を図ります。 

令和02年度 3,206 

・戸籍法、住民基本台帳法、印鑑条例に関する届出・申請などを対処します。 

・総合窓口として、ワンストップサービスの充実を図ります。 

令和03年度 3,206 

・戸籍法、住民基本台帳法、印鑑条例に関する届出・申請などを対処します。 

・総合窓口として、ワンストップサービスの充実を図ります。 

合計 9,618  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

自 動 交 付 機 の利 用 率 の増 加 25％ 25％ 

（見直し中） 

各種証明書発行枚数【戸籍関係】 22,700枚 22,700枚 

各種証明書発行枚数【住民票関係】 44,000枚 44,000枚 

各種証明書発行枚数【印鑑関係】 22,200枚 22,200枚 

各種証明書発行枚数【諸証明】  5,000枚 5,000枚 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策9 (窓口サービスの向上を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-3項-1目     /  経常経費 

事業名 239 窓口委託事業 

担当所属 市民課 事業期間 平成 19年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

窓口での各種証明書の申請受付、住民記録端末の入力、証明書作成、郵送による証明書の申請

交付といった市民課及び志津出張所の窓口等業務の一部を民間委託します。 

事業の目的 

窓口等業務を委託することにより、市民課業務及び志津出張所業務の円滑かつ安定的な処理を図

り、公共サ－ビスの質の向上を目的とします。 

事業の効果 

窓口サービス等の安定的な供給を行うことができ、かつコストの削減が見込まれます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 28,074 

市民課及び志津出張所の窓口業務の一部を委託します。 

令和02年度 28,074 

市民課及び志津出張所の窓口業務の一部を委託します。 

令和03年度 28,074 

市民課及び志津出張所の窓口業務の一部を委託します。 

合計 84,222  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

証明書等発行に係る業務委託取扱件数比率 61％ 61％ 
（見直し中） 

業 務 委 託 し た 日 数 268日 267日 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策9 (窓口サービスの向上を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-10目     /  経常経費 

事業名 773 出張所・派出所管理運営事業 

担当所属 市民課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・各出張所等との連絡調整（設置機械類の契約管理、予算執行、事務連絡）を行います。 

・出張所職員に対し研修機会を提供します。 

事業の目的 

・出張所等の施設及び機器等を適切に管理し、市民が各地域で市民サービスを受けられるように

することを目的とします。 

・的確な事務執行の向上を図ります。 

事業の効果 

・出張所等の施設及び機器等の機能を適切に維持し、安定した市民サービスを提供することによ

り、市民の利便性が向上します。 

・自動交付機を活用することにより、待ち時間の緩和と土曜日における市民サービスの提供が可能

となります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 15,803 

・各出張所等との連絡調整（設置機械類の契約管理、予算執行、事務連絡）を行

います。 

・出張所職員に対し研修機会を提供します。 

令和02年度 15,803 

・各出張所等との連絡調整（設置機械類の契約管理、予算執行、事務連絡）を行

います。 

・出張所職員に対し研修機会を提供します。 

令和03年度 15,803 

・各出張所等との連絡調整（設置機械類の契約管理、予算執行、事務連絡）を行

います。 

・出張所職員に対し研修機会を提供します。 

合計 47,409  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

出 張 所 ・派 出 所 等 の管 理 数 9箇所 9箇所 

（見直し中） 

開 庁 日 数 344日 344日 

出張所等の各種証明書発行枚数【戸籍関係】 13,800枚 13,800枚 

出張所等の各種証明書発行枚数【印鑑関係】 36,300枚 36,300枚 

出張所等の各種証明書発行枚数【諸証明】  5,000枚 5,000枚 

出張所等の各種証明書発行枚数【住民票関係】 42,000枚 42,000枚 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策9 (窓口サービスの向上を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計      /  臨時経費 

事業名 9359 出張所・派出所施設整備事業 

担当所属 市民課 事業期間 平成 30年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

出張所等の公金集金業務の委託を行うほか、出張所等の機器について、更改を行います。 

事業の目的 

出張所等の公金集金業務委託や出張所等の機器を適切に管理・維持することで、職員の負担軽減

が図られることにより、安定した市民サービスの提供を行うことを目的とします。 

事業の効果 

出張所・派出所施設のために必要な整備を適切に行うことにより、安定した市民サービスの提供が

図れます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 6,550 

・公金集金業務委託の実施 

（予算は「出張所・派出所施設整備事業」から「出張所・派出所管理運営事業」へ

移行） 

令和02年度 6,600 

・公金集金業務委託の実施 

（予算は「出張所・派出所施設整備事業」から「出張所・派出所管理運営事業」へ

移行） 

令和03年度 6,600 

・集金業務委託の実施 

（予算は「出張所・派出所施設整備事業」から「出張所・派出所管理運営事業」へ

移行） 

合計 19,750  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

公金集金業務委託の実施箇所  5箇所 - 
（見直し中） 

証明書用ファクシミリの設置箇所 10箇所 - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策9 (窓口サービスの向上を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-21目     /  臨時経費 

事業名 13185 旅券発給事業 

担当所属 市民課 事業期間 平成 30年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

権限移譲を受ける旅券発給事務等に適切に対処するため、旅券事務専用窓口を設置し、適正な旅

券の交付に努めます。 

事業の目的 

千葉県では平成 30年度末をもって印旛地域振興事務所に設置をしています旅券窓口での新規申

請を停止するとしています。 

このため、旅券事務の権限移譲を受けることにより、引き続き、申請者にとって、身近な場所で旅券

の申請・交付が可能となり、利便性の向上が図られることとなります。 

事業の効果 

印旛地域振興事務所に設置をしています旅券窓口での新規申請を停止した後においても、申請

者にとって、身近な場所で旅券の申請・交付が可能となるため、利便性の向上が見込まれます。 

また、旅券申請の際に必要となる戸籍謄本・戸籍抄本が旅券事務専用窓口と同一の建物内で取得

ができるようになることから、ワンストップサービスの実現が見込まれます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 111,565 

・旅券申請受付及び交付を行います。 

・旅券申請用収入印紙の取扱いを行います。 

令和02年度 111,571 

・旅券申請受付及び交付を行います。 

・旅券申請用収入印紙の取扱いを行います。 

令和03年度 111,398 

・旅券申請受付及び交付を行います。 

・旅券申請用収入印紙の取扱いを行います。 

合計 334,534  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

旅 券 の 申 請 件 数  7,500件 7,500件 (見直し中)      
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策10 (業務システムの改善を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-17目     /  臨時経費 

事業名 115 住民情報システム整備事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 22年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・住民情報システムの各種法令改正、機能追加などシステム改修を行います。 

・社会保障・税番号制度に対する作業を行います。 

・情報セキュリティ対策用装置の適切な運用、及び保守管理を行います。 

事業の目的 

・法改正を含めた外部変動要因に迅速かつ適切に対応し、システムの安定化を図ります。 

・更なる業務システムの統合化を推進することにより業務改善を図ります。 

・情報資産の機密性の維持を図ります。 

事業の効果 

・システムを安定稼働することにより、行政サービスを確実に遅滞なく提供します。 

・効率的な情報連携、及び統一的な操作性により、業務効率が向上します。 

・情報セキュリティ対策を強化することにより、情報資産の安全性を確保します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 29,844 

・各種法令改正、機能追加などシステム改修を行います。 

・情報セキュリティ対策用装置の適切な運用、及び保守管理を行います。 

令和02年度 8,959 

・各種法令改正、機能追加などシステム改修を行います。 

・情報セキュリティ対策用装置の適切な運用、及び保守管理を行います。 

令和03年度 5,499 

・各種法令改正、機能追加などシステム改修を行います。 

・情報セキュリティ対策用装置の適切な運用、及び保守管理を行います。 

合計 44,302  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

各種法改正対応後の安定稼働数 27業務の安定稼働 27業務の安定稼働 
（見直し中） 

稼 働 業 務 数  27業務 27業務 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策10 (業務システムの改善を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-17目     /  経常経費 

事業名 116 行政情報化推進事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

サーバ・パソコンなどの情報機器やソフトウェアの一括調達、一元管理化を進め、情報化に係る資

産の効率運用を図ります。また、仮想化サーバ環境の構築と活用を通じて、各種業務システムの運

用経費の縮減と運用性の向上を図ります。 

事業の目的 

行政の情報化を推進し、効率的な行政運営を図ります。 

事業の効果 

行政運営における情報収集、情報伝達の迅速化を図り、情報の共有化を推進します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 293,539 

サーバ・パソコンなどの情報機器やソフトウェアの一括調達、一元管理化を進め、

情報化に係る資産の効率運用を図ります。また、仮想化サーバ環境の構築と活用

を通じて、各種業務システムの運用経費の縮減と運用性の向上を図ります。 

・各課の導入システムに関する支援を行います。 

・庁内LAN及びパソコン等機器の適正な維持管理を行います。 

・情報機器やシステム調達に関する協議及び支援を行います。 

令和02年度 293,539 

サーバ・パソコンなどの情報機器やソフトウェアの一括調達、一元管理化を進め、

情報化に係る資産の効率運用を図ります。また、仮想化サーバ環境の構築と活用

を通じて、各種業務システムの運用経費の縮減と運用性の向上を図ります。 

・各課の導入システムに関する支援を行います。 

・庁内LAN及びパソコン等機器の適正な維持管理を行います。 

・情報機器やシステム調達に関する協議及び支援を行います。 

令和03年度 293,539 

サーバ・パソコンなどの情報機器やソフトウェアの一括調達、一元管理化を進め、

情報化に係る資産の効率運用を図ります。また、仮想化サーバ環境の構築と活用

を通じて、各種業務システムの運用経費の縮減と運用性の向上を図ります。 

・各課の導入システムに関する支援を行います。 

・庁内LAN及びパソコン等機器の適正な維持管理を行います。 

・情報機器やシステム調達に関する協議及び支援を行います。 

合計 880,617  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

各 課 支 援 回 数  各課要望に対応 各課要望に対応 

（見直し中） 

パ ソ コ ン 機 器 の 適 正 管 理 99％ 99％ 

サ ー バ の 適 正 管 理 適正管理 適正管理 

庁 内 L A N の安 定 稼 働 日  366日 365日 

セキュリティに関する研修講座等の実施回数  5回 5回 

セキュリティ研修等の延べ参加者数  1,800人 1,800人 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策10 (業務システムの改善を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-8目     /  臨時経費 

事業名 411 入札事務電子化事業 

担当所属 契約検査室 事業期間 平成 17年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

事務の迅速化と入札契約の透明性を確保するため、県内自治体が共同で運用する「ちば電子調達

システム」を利用して電子調達事務を進めます。 

事業の目的 

入札契約業務に、電子調達システムを導入することにより、より高いレベルでの競争性、効率性、透

明性、公正性が確保された事業運営を図ります。 

事業の効果 

電子調達システムで入札契約業務を行うことで、公共工事の入札及び契約の原則である、透明性

の確保、公正な競争の促進、不正行為の排除の徹底がなされます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 3,913 

事務の迅速化と入札契約の透明性を確保するため、県内自治体が共同で運用す

る「ちば電子調達システム」を利用して電子調達事務を進めます。 

・制限付き一般競争入札の電子入札執行 

・入札参加資格者名簿（令和2年度～3年度）の更新手続きの実施 

令和02年度 4,294 

事務の迅速化と入札契約の透明性を確保するため、県内自治体が共同で運用す

る「ちば電子調達システム」を利用して電子調達事務を進めます。 

・制限付き一般競争入札の電子入札による執行 

令和03年度 4,783 

事務の迅速化と入札契約の透明性を確保するため、県内自治体が共同で運用す

る「ちば電子調達システム」を利用して電子調達事務を進めます。 

・制限付き一般競争入札の電子入札による執行 

・入札参加資格者名簿（令和4年度～5年度）の更新手続きの実施 

合計 12,990  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

電 子 入 札 事 務 実 施 件 数  約400件 約400件 

（見直し中） 入札参加資格者名簿の更新件数 約3,500件 － 

電 子 入 札 事 務 実 施 率  100％ 100％ 

 

6 - 93 



総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策10 (業務システムの改善を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-3項-1目     /  臨時経費 

事業名 453 戸籍電算システム整備事業 

担当所属 市民課 事業期間 平成 19年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

戸籍に関する届出受理から戸籍の記載、保存及び謄抄本の証明発行に至る一連の戸籍事務及び

住民基本台帳との附票による連携や関連機関への報告作成等を行います。 

事業の目的 

戸籍電算システムによる安定した戸籍管理と厳密な個人情報の管理とともに、事務処理の迅速性・

正確性及び関連事務との整合性を確保し、窓口におけるサービスの向上と事務の効率化を図りま

す。 

事業の効果 

システム導入により、戸籍諸証明の発行時間が短縮され、住民サービスの向上に繋がります。ま

た、誤記や重複記載の解消及び事務処理時間の短縮など、行政コストの削減に寄与します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 13,796 

・戸籍電算システムの運用 

令和02年度 13,907 

・戸籍電算システムの運用 

令和03年度 13,907 

・戸籍電算システムの運用 

合計 41,610  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

戸籍システムを利用して処理する届出件数  7,000件 7,000件 
（見直し中） 

戸籍システムによる戸籍情報保有件数  56,800件 57,300件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策10 (業務システムの改善を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-17目     /  経常経費 

事業名 534 住民情報システム運営事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 昭和 61年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・住民情報システムの適切な運用、及び保守管理を行います。 

・住民基本台帳ネットワークシステムの適切な運用、及び保守管理を行います。 

・住民情報システムの運用に必要なソフトウェアの調達、及びデータ入力作業等を行います。 

・自治体中間サーバー・プラットフォームの適切な運用、及び保守管理を行います。 

事業の目的 

・統合パッケージシステムによる業務システムの運用を行い、業務の標準化、最適化を図ります。 

・データセンターや自治体中間サーバー・プラットフォームを利用し、セキュリティが高く、安定した

基盤による運用を行います。 

事業の効果 

・業務の標準化、最適化を行うことで、業務効率の向上、及びトータルコストの削減を図ります。 

・セキュリティが高い安定した基盤を利用し、情報セキュリティに配慮された安全な運用を実現しま

す。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 221,653 

・住民情報システムの適切な運用、及び保守管理を実施します。 

・住民基本台帳ネットワークシステムの適切な運用、及び保守管理を実施します。 

・住民情報システムの運用に必要なソフトウェア（町・字ファイル）の調達、及びデ

ータ入力作業等を実施します。 

・自治体中間サーバー・プラットフォームの適切な運用、及び保守管理を実施しま

す。 

令和02年度 221,653 

・住民情報システムの適切な運用、及び保守管理を実施します。 

・住民基本台帳ネットワークシステムの適切な運用、及び保守管理を実施します。 

・住民情報システムの運用に必要なソフトウェア（町・字ファイル）の調達、及びデ

ータ入力作業等を実施します。 

・自治体中間サーバー・プラットフォームの適切な運用、及び保守管理を実施しま

す。 

令和03年度 221,653 

・住民情報システムの適切な運用、及び保守管理を実施します。 

・住民基本台帳ネットワークシステムの適切な運用、及び保守管理を実施します。 

・住民情報システムの運用に必要なソフトウェア（町・字ファイル）の調達、及びデ

ータ入力作業等を実施します。 

・自治体中間サーバー・プラットフォームの適切な運用、及び保守管理を実施しま

す。 

合計 664,959  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

住民情報システムの安定稼働日数 366日 365日 

（見直し中） 
住民基本台帳ネットワークシステムの安定稼働日数  366日 365日 

住 民 情 報 システムの稼 働 率  100％ 100％ 

住民基本台帳ネットワークシステムの稼働率  100％ 100％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策10 (業務システムの改善を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-3目     /  臨時経費 

事業名 7668 文書管理システム事業 

担当所属 行政管理課 事業期間 平成 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

新文書管理システムに基づく文書管理により、文書の作成・保存・廃棄に至るまでの一連の文書事

務を効率化し、現物文書の検索性を高めるとともに、執務室の文書量の縮減と文書倉庫の効率的

活用を行います。 

事業の目的 

業務効率を向上させるとともに、現物文書の適切な保存を行います。 

事業の効果 

業務効率の向上により、職員が他の業務に注力することができることから、行政サービスの質を向

上させることができます。 

文書量の縮減により、執務室の労働環境が向上します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 4,251 

新文書管理システムの運用を行います。 

適切な文書管理の維持について庁内に説明を行います。 

令和02年度 4,290 

新文書管理システムの運用を行います。 

適切な文書管理の維持について庁内に説明を行います。 

令和03年度 4,290 

新文書管理システムの運用を行います。 

適切な文書管理の維持について庁内に説明を行います。 

合計 12,831  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

文 書 登 録 件 数  65,000件 65,000件 
（見直し中） 

新文書システムの導入及び運用  1件 1件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策11 (行政手続きの簡素化と利便性の向上を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-17目     /  臨時経費 

事業名 118 電子自治体推進事業 

担当所属 情報システム課 事業期間 平成 18年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・インターネットなどの情報通信技術を研究・活用し、電子自治体の構築を推進します。 

・千葉県電子自体共同運営協議会、千葉県 IT化推進協議会等の県内自治体で構成する協議会に

参画し、共同で電子自治体の研究及び情報システムの共同運営を進めます。 

事業の目的 

情報通信技術を活用する環境を整備することにより、行政事務が効率化し、物理的・経済的な負担

を減らした行政サービスを市民に提供できます。 

事業の効果 

市民が情報通信技術を利用して、行政情報を効率的に取得したり、いつでもどこでも行政サービス

を利用できるようになります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 2,935 

千葉県電子自治体共同運営協議会が共同運営する電子調達システム、電子申請

システム、施設予約システムに参加します。 

・第三期電子申請システムを運営します。 

・第二期施設予約システムを運営します。 

令和02年度 2,962 

千葉県電子自治体共同運営協議会が共同運営する電子調達システム、電子申請

システム、施設予約システムに参加します。 

・第三期電子申請システムを運営します。 

・第二期施設予約システムを運営します。 

・次期電子申請システム及び次期施設予約システムへの更新作業（令和3年4月

稼働予定）を実施します。 

令和03年度 5,494 

千葉県電子自治体共同運営協議会が共同運営する電子調達システム、電子申請

システム、施設予約システムに参加します。 

・第三期電子申請システムを運営します。 

・第二期施設予約システムを運営します。 

 

合計 11,391  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

電 子 申 請 手 続 数  29件 29件 

（見直し中） 
施 設 予 約 可 能 施 設 数  110施設（室） 110施設（室） 

電 子 申 請 届 出 数  110件 110件 

施 設 予 約 処 理 件 数  46,000件 46,000件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策11 (行政手続きの簡素化と利便性の向上を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-2項-1目     /  経常経費 

事業名 9645 税証明発行事業 

担当所属 市民税課 事業期間 昭和29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・各種税務証明書等の受付、交付（窓口・郵送）に関する業務を実施します。 

・コンビニエンスストアでの課税(所得)・非課税証明書の発行を実施します。 

事業の目的 

・市民が各種社会保障給付等を受ける場合にその提供機関から求められる税に関する情報を証明

書として交付します。 

事業の効果 

・市民がその所得等の状況に応じた各種社会保障給付等を受けることに資することができます。 

・手数料収入が得られることから、貴重な財源を確保することができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 311 

・各種税務証明書等の受付、交付（窓口・郵送）に関する業務を実施します。 

・課税(所得)・非課税証明書のコンビニ交付を実施します。 

令和02年度 311 

・各種税務証明書等の受付、交付（窓口・郵送）に関する業務を実施します。 

・課税(所得)・非課税証明書のコンビニ交付を実施します。 

令和03年度 311 

・各種税務証明書等の受付、交付（窓口・郵送）に関する業務を実施します。 

・課税(所得)・非課税証明書のコンビニ交付を実施します。 

合計 933  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

各種税務証明書等の受付、交付件数  34,800件 34,800件 

（見直し中） 各 種 税 務 証 明 手 数 料  11,040千円 11,040千円 

コンビニ交付による証明書発行件数  120件 120件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策11 (行政手続きの簡素化と利便性の向上を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-3項-1目     /  臨時経費 

事業名 10508 証明書コンビニ交付事業 

担当所属 市民課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

証明書コンビニ交付サービスを実施するため、機器の賃貸借(保守委託込み)、システム保守委託

及び市町村運営負担金の支出を行います。 

事業の目的 

証明書コンビニ交付を実施することにより、住民の利便性を向上させることを目的とします。 

事業の効果 

住民の利便性が向上するほか、窓口や郵送での住民票等の証明書発行件数が減少することによ

り、コストの削減が見込まれます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 12,948 

・機器の賃貸借（保守委託込み）を行います。 

・システム保守の委託を行います。 

・市町村運営負担金を支出します。 

令和02年度 12,662 

・機器の賃貸借（保守委託込み）を行います。 

・システム保守の委託を行います。 

・市町村運営負担金を支出します。 

令和03年度 12,662 

・機器の賃貸借（保守委託込み）を行います。 

・システム保守の委託を行います。 

・市町村運営負担金を支出します。 

合計 38,272  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

証明書コンビニ交付サービスの普及啓発  2回 2回 

（見直し中） 

住民票等証明書のコンビニ交付利用率  14.5％ 14.5％ 

コンビニ交付による証明書発行（印鑑登録証明書）  6,000枚 6,000枚 

コンビニ交付による証明書発行（住民票）  11,000枚 11,000枚 

コンビニ交付による証明書発行（戸籍）  3,300枚 3,300枚 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策6-施策11 (行政手続きの簡素化と利便性の向上を図ります) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-3項-1目     /  臨時経費 

事業名 11786 個人番号カード等交付事業 

担当所属 市民課 事業期間 平成 27年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・社会保障・税番号制度の導入に伴う個人番号通知カードによる個人番号の通知に関する事務、及

び個人番号カード交付に関する申請事務等に適切に対処するため、地方公共団体情報システム

機構に通知カード・個人番号カード関連事務を委任します。 

・通知カード又は個人番号カードについて、その記載事項等の変更時における変更後記載事項等

を通知カード又は個人番号カードの追記欄等に記載するための機器の整備を行います。 

事業の目的 

公平・公正な社会基盤を構築し、行政手続きの簡素化と利便性の向上を図ります。 

事業の効果 

個人番号カード等交付事業を実施することで、公平・公正な社会基盤を構築し、行政手続きの簡素

化と利便性の向上を図ることが見込まれます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 23,325 

希望する市民への個人番号カード交付について、個人情報保護に配慮し円滑に

進めます。 

令和02年度 23,220 

希望する市民への個人番号カード交付について、個人情報保護に配慮し円滑に

進めます。 

令和03年度 23,220 

希望する市民への個人番号カード交付について、個人情報保護に配慮し円滑に

進めます。 

合計 69,765  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

個 人 番 号 カードの交 付 枚 数 2,640枚 2,640枚 （見直し中） 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策1 (安全で継続的な施設サービスを確保します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-8目     /  経常経費 

事業名 197 財産管理事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・公有財産台帳の整備、県などへの調査報告書の提出、普通財産（土地・建物）の維持管理を行い

ます。 

・市有財産の保険に関する事務を行います。 

・市有財産における事故・賠償の対応を行います。 

事業の目的 

・市が所有する公有財産（土地・建物）について適正な維持管理を行います。 

事業の効果 

・市有財産の適正な管理により、事故を減らし、財産の保全を行うことができます。 

・市有財産に事故が発生した場合、損害額の回収、又は賠償の支払いを行うことができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 18,343 

・市有財産の草刈委託等の維持管理を行います。 

・市有財産の保険に関する事務を行います。 

・市有財産における事故・賠償の対応を行います。 

・市の封筒、賞状の管理を行います。 

令和02年度 18,343 

・市有財産の草刈委託等の維持管理を行います。 

・市有財産の保険に関する事務を行います。 

・市有財産における事故・賠償の対応を行います。 

・市の封筒、賞状の管理を行います。 

令和03年度 18,343 

・市有財産の草刈委託等の維持管理を行います。 

・市有財産の保険に関する事務を行います。 

・市有財産における事故・賠償の対応を行います。 

・市の封筒、賞状の管理を行います。 

合計 55,029  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

保険加入対象管理財産数（建物及び車両台数）  管理財産数 管理財産数 

（見直し中） 
保 険 金 請 求 件 数  事故発生に対応 事故発生に対応 

行 政 財 産 管 理 面 積  適正管理 適正管理 

普 通 財 産 管 理 面 積  適正管理 適正管理 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策1 (安全で継続的な施設サービスを確保します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-8目     /  臨時経費 

事業名 198 公有財産取得・処分事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・財産の適正な取得及び処分に資するため不動産鑑定を実施します。 

・未利用あるいは目的未定等の公有財産を処分し、市の歳入とします。 

事業の目的 

・財産の取得及び処分に係る価格の適正化を図ります。 

・財産の適正な取得及び処分と、財産の良好な管理、維持管理コストの軽減を図ります。 

事業の効果 

・市有財産の適正管理を推進します。 

・健全な財政運営、持続可能な財政運営につながります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 27,708 

公有財産取得・処分事業の実施 

令和02年度 6,000 

公有財産取得・処分事業の実施 

令和03年度 6,000 

公有財産取得・処分事業の実施 

合計 39,708  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

不 動 産 鑑 定 件 数  依頼件数に対応 依頼件数に対応 （見直し中） 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策1 (安全で継続的な施設サービスを確保します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 7款-1項-2目     /  経常経費 

事業名 300 公共施設設計・施工監理事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

公共建築物の建設等に伴う工事の設計及び施工監理を行います。 

・設計事務用書籍等の購入 

・営繕積算システム使用料 

事業の目的 

各事業課からの依頼による専門部署の一括管理により、公共施設等の工事を適切かつ迅速に行い

ます。 

事業の効果 

公共施設を適切に管理することで、市全体として快適な施設サービスを提供することができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 1,152 

公共建築物の建設等に伴う工事の設計及び施工監理を行います。 

・設計事務用書籍等の購入 

・営繕積算システム使用料 

令和02年度 1,152 

公共建築物の建設等に伴う工事の設計及び施工監理を行います。 

・設計事務用書籍等の購入 

・営繕積算システム使用料 

令和03年度 1,152 

公共建築物の建設等に伴う工事の設計及び施工監理を行います。 

・設計事務用書籍等の購入 

・営繕積算システム使用料 

合計 3,456  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

設 計 ・ 工 事 執 行 件 数  95件 95件 （見直し中） 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策1 (安全で継続的な施設サービスを確保します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-8目     /  経常経費 

事業名 599 庁舎維持管理事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・市民サービス及び庁舎保全のための維持管理に関する業務委託、修繕委託、工事委託を行いま

す。 

・公共施設の廃棄物収集運搬委託を行います。 

・庁舎の光熱水費の支払いを行います。 

・庁舎に必要な庁用事務備品及び消耗品の購入を行います。 

事業の目的 

庁舎の適正な維持管理を行います。 

事業の効果 

庁舎を適正に管理することにより、適正な執務環境を実現します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 182,263 

庁舎の維持管理 

令和02年度 182,263 

庁舎の維持管理 

令和03年度 182,263 

庁舎の維持管理 

合計 546,789  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

来庁者数(１号館１階で確認した人数) 211千人 211千人 
（見直し中） 

執務時間外届出受付数（うち深夜・早朝届出受付件数）  530（65）件 530（65）件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策1 (安全で継続的な施設サービスを確保します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-16目     /  経常経費 

事業名 864 庁用車管理事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・庁用車の適正配置を行います。 

・庁用車の整備・車検を行います。 

・庁用車の燃料費の支払いを行います。 

・庁用車の稼働管理を行います。 

事業の目的 

・庁用車を適切に管理します。 

・稼働状況を把握し、効率的に運用します。 

事業の効果 

・適切に管理することで、事故を減らし、職員及び市民の安全を守ることができます。 

・効率的に運用を図ることで、経費を削減することができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 22,254 

・庁用車の適正配置を行います。 

・庁用車の整備・車検を行います。 

・庁用車の燃料費の支払いを行います。 

・庁用車の稼働管理を行います。 

令和02年度 22,254 

・庁用車の適正配置を行います。 

・庁用車の整備・車検を行います。 

・庁用車の燃料費の支払いを行います。 

・庁用車の稼働管理を行います。 

令和03年度 22,254 

・庁用車の適正配置を行います。 

・庁用車の整備・車検を行います。 

・庁用車の燃料費の支払いを行います。 

・庁用車の稼働管理を行います。 

合計 66,762  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

庁 用 車 管 理 保 有 台 数  82台 70台 
（見直し中） 

庁用車削減台数 （前年度比 ）  3台 12台 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策1 (安全で継続的な施設サービスを確保します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-16目     /  臨時経費 

事業名 7402 庁用車購入事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

経年劣化に伴う庁用車の買替、リース車両の導入を行います。 

事業の目的 

庁用車の適正管理を踏まえ、経年劣化に伴う庁用車の買替・リース車両の導入を行います。 

事業の効果 

車両の計画的な買い替えによる環境配慮の実現と安全対策、リース車両の導入によるコストの削減

が実現されます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 9,162 

リース車両の契約を行います。 

庁用車賃借料（リース車両）12台 

令和02年度 15,534 

リース車両の契約及び電気自動車の購入を行います。 

電気自動車購入 2台 

庁用車賃借料（リース車両）20台 

令和03年度 14,157 

リース車両の契約を行います。 

庁用車賃借料（リース車両）20台 

合計 38,853  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

新 規 車 両 購 入 台 数  0台 2台 

（見直し中） リ ー ス車 両 新 規 導 入 台 数  12台 20台 

リ ー ス 車 両 導 入 台 数  54台 60台 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策1 (安全で継続的な施設サービスを確保します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 7款-1項-2目     /  臨時経費 

事業名 7729 公共施設外部設計委託事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

公共建築物等の工事について、設計の一部を外部委託します。 

事業の目的 

各予算課から依頼を受けた公共建築物等の工事について、円滑な施行を目標に、設計の一部を

外部委託します。 

事業の効果 

依頼工事について、適正な時期に発注することが可能となります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 300 

外部設計委託 

令和02年度 300 

外部設計委託 

令和03年度 300 

外部設計委託 

合計 900  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

外 部 設 計 委 託 件 数  2件 2件 
（見直し中） 

市直営による設計業務減件数（年間）  2件 2件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策1 (安全で継続的な施設サービスを確保します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-8目     /  臨時経費 

事業名 9356 本庁舎保全事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・本庁舎機能維持に必要な設備改修等を行います。 

事業の目的 

庁舎及び付帯設備の改修を計画的に行い、安全性・快適性を確保します。 

事業の効果 

市民及び職員が安全・快適に使用できるようになります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 53,521 

庁舎敷地内路面舗装工事（2期分）を実施します。 

佐倉市役所議場設備更新工事を実施します。 

令和02年度 20,000 

庁舎敷地内路面舗装工事（3期分）を実施します。 

令和03年度 - 

 

合計 73,521  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

庁 舎 面 積  14,175.59㎡ 14,175.59㎡ 

- 敷 地 面 積  37,687.52㎡ 37,687.52㎡ 

庁舎・庁舎内設備保全事業実施件数  1件 1件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策2 (持続可能な公共施設のあり方を検討します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-8目     /  臨時経費 

事業名 865 検査事業 

担当所属 契約検査室 事業期間 平成 16年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市が発注した工事の一部を対象に、必要に応じて外部に検査の支援を委託して検査を行います。 

事業の目的 

検査において特に専門的知識を要する工事や、事業費が大きな工事などにおいて、検査の更なる

正確性、透明性、公正性を確保します。 

事業の効果 

他自治体の工事検査などで多くの知識と経験を有する外部検査員によるチェックや助言を受けるこ

とにより、受注業者、工事担当職員、検査担当職員の各々がスキルアップを図るとともに、工事目的

物等の品質向上も期待されます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 410 

外部に検査支援を委託して工事検査を行います。 

井野中学校体育館大規模改修建築工事 完成検査    1件 

防災行政無線（同報系）デジタル改修工事 完成検査   1件 

                                 計 2件 

令和02年度 205 

外部に検査支援を委託して工事検査を行います。 

弥富小学校体育館大規模改修建築工事 完成検査    1件 

                                 計 1件 

令和03年度 615 

外部に検査支援を委託して工事検査を行います。 

（仮称）佐倉図書館新町活性化複合施設建築工事 完成検査     1件 

（仮称）佐倉図書館新町活性化複合施設電気設備工事 完成検査  1件 

（仮称）佐倉図書館新町活性化複合施設機械設備工事 完成検査  1件 

                                        計 ３件 

合計 1,230  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

検 査 支 援 の 委 託 回 数  2回 1回 
（見直し中） 

検査支援を受けた工事検査件数 2件 1件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策2 (持続可能な公共施設のあり方を検討します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-8目     /  臨時経費 

事業名 7293 ファシリティマネジメント推進事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・公共施設等総合管理計画の策定及び継続的な検証を通じて、人口や財政状況など、将来の社会

情勢の変化に対応する公共施設および行政サービスのあり方について検討します。 

・また、施設白書等の形として取りまとめ、公共施設を取巻く状況について情報発信を行います。 

・先進市視察やファシリティマネジメントに関する研究会等への参加を通じ、情報収集や事例研究

を行います。 

事業の目的 

・市保有施設・設備・土地といったファシリティに関して、個別の施設及び部署だけでなく、市全体の

視点から、効率的な運営、コストの縮減、安全性の向上、顧客（市民）満足・職員満足の向上、環境

負荷の低減を図ります。 

事業の効果 

・市全体の視点から、公共施設の整備、維持管理の効率化を図り、また、人口や財政の状況を含め

た将来の社会情勢を見据え、公共施設の再配置等を進めることにより、持続可能な公共施設・行政

サービスを保つことができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 4,005 

FM推進事業の実施 

・公共施設等総合管理計画における方針を踏まえ、施設分類ごとの改修・更新に

向けた取組を、各所管部署とともに進めます。 

・先進市視察やファシリティマネジメントに関する研究会等への参加を通じ、情報

収集や事例研究を行います。 

令和02年度 4,005 

FM推進事業の実施 

・公共施設等総合管理計画における方針を踏まえ、施設分類ごとの改修・更新に

向けた取組を、各所管部署とともに進めます。 

・先進市視察やファシリティマネジメントに関する研究会等への参加を通じ、情報

収集や事例研究を行います。 

令和03年度 4,005 

FM推進事業の実施 

・公共施設等総合管理計画における方針を踏まえ、施設分類ごとの改修・更新に

向けた取組を、各所管部署とともに進めます。 

・先進市視察やファシリティマネジメントに関する研究会等への参加を通じ、情報

収集や事例研究を行います。 

合計 12,015  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

施 設 白 書 の 更 新 回 数  1回 1回 

（見直し中） ファシリティマネジメントに関する研究会等への参加回数  開催数に応じて 開催数に応じて 

佐倉市の公共施設等の状況について(一部）知っている市民の割合  初期値より増加 初期値より増加 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策2 (持続可能な公共施設のあり方を検討します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-1目     /  臨時経費 

事業名 9762 特別職等公用車運行管理事業 

担当所属 秘書課 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市長車、副市長車等の運転業務委託及び公用車のメンテナンスリースを行います。 

事業の目的 

市長、副市長等が安全かつ効率的に公務を遂行するためには、公用車での移動が欠かせないこと

から、運転業務を委託します。また、公用車をメンテナンスリースにより調達します。 

事業の効果 

運転業務を委託することにより、自動車運転手を安定的に確保でき、かつ柔軟な勤務体系等により

自動車運転手にかかるコストを削減することができます。また、公用車をメンテナンスリースにするこ

とにより、維持管理コストの削減および支出の平準化が図れます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 15,439 

市長車、副市長車等の運転業務を委託するとともに、公用車をメンテナンスリース

により管理します。 

（運転業務委託期間H30.4～R2.3） 

（市長車リース期間R2.1～R6.12、副市長車等リース期間H28.7～R3.6） 

令和02年度 17,998 

市長車、副市長車等の運転業務を委託するとともに、公用車をメンテナンスリース

により管理します。 

（運転業務委託期間R2.4～R4.3） 

（市長車リース期間R2.1～R6.12、副市長車等リース期間H28.7～R3.6） 

令和03年度 17,878 

市長車、副市長車等の運転業務を委託するとともに、公用車をメンテナンスリース

により管理します。 

（運転業務委託期間R2.4～R4.3） 

（市長車リース期間R2.1～R6.12、副市長車等リース期間H28.7～R3.6） 

合計 51,315  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

公 用 車 運 転 手 の委 託 人 数 2人 2人 
（見直し中） 

勤 務 日 数 625日 625日 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策3 (公共施設における公民連携を推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-1目     /  経常経費 

事業名 410 指定管理者制度導入事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

指定管理者制度の新規導入施設及び既存更新施設における事業者の選定のため、指定管理者審

査委員会の運営を行います。 

また、指定管理者制度導入開始から１年以上経過している施設のモニタリング等全体取りまとめを

行います。 

事業の目的 

指定管理者審査委員会における学識経験者や市民公募である外部委員による公平な審査を通じ

て、指定管理者制度の円滑な導入を推進します。 

また、各担当課と調整を図り、市全体での共通性を持たせる事項等について、統一的な運営を実

現します。 

事業の効果 

指定管理者審査委員会の運営を滞りなく行うことにより、最終的には新規導入施設、既存更新施設

ともに指定管理者が決定するなど指定管理者制度の円滑な導入の推進につながりました。 

また、全体取りまとめを行うことにより、指定管理者制度導入開始から１年以上経過している施設の

モニタリングを実施するなど統一的な運営の実現につながりました。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 509 

指定管理者審査委員会の運営 

・指定管理者制度既存更新施設２施設及び新規導入施設１施設を対象に計９回

の審査委員会を実施します。 

令和02年度 509 

指定管理者審査委員会の運営 

・指定管理者制度既存更新施設 16施設を対象に計９回の審査委員会を実施しま

す。 

令和03年度 509 

指定管理者審査委員会の運営 

・指定管理者制度既存更新施設１施設を対象に計９回の審査委員会を実施しま

す。 

合計 1,527  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

審 査 委 員 会 の 開 催  9回 9回 

（見直し中） 
公 募 手 続 き等 実 施 施 設 数  3施設 16施設 

指定管理者制度導入施設数  71施設 71施設 

モ ニ タ リ ン グ 実 施 施 設 数  70施設 70施設 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策3 (公共施設における公民連携を推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-8目     /  臨時経費 

事業名 12538 公共施設包括管理事業 

担当所属 資産管理経営室 事業期間 平成 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・市管理施設等の維持管理・保守点検等について、一括した業務として委託し、併せて専門技術者

による巡回点検等を行います。 

事業の目的 

・建物や設備の専門的な知見を持つ事業者が、一元的に業務を行うことで、施設の管理業務の質

の向上及び効率化を図ります。 

・施設の修繕や改修の計画に活用するため、統一的な視点から施設情報の収集、整理を行いま

す。 

事業の効果 

・各施設の保守点検等に係る業務を一括発注することで、各施設所管課における事務作業量が削

減されます 

・一元的に業務を管理することで、施設ごとの管理水準を平準化し、効率化することができます。 

・専門技術者の視点から不具合等の状況を把握し、安全性の確保など、適切な対応につなげること

ができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 117,720 

公共施設(建物、設備)の法定点検、定期点検等を包括的な業務として行います。 

令和02年度 118,800 

公共施設(建物、設備)の法定点検、定期点検等を包括的な業務として行います。 

令和03年度 126,596 

公共施設(建物、設備)の法定点検、定期点検等を包括的な業務として行います。 

合計 363,116  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

対 象 施 設 数  91施設 91施設 （見直し中） 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策7-施策3 (公共施設における公民連携を推進します) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-1項-8目     /  臨時経費 

事業名 12816 食堂整備事業 

担当所属 人事課 事業期間 平成 29年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

市役所 1 号館地下において厨房設備・飲食設備を整備し、当該設備を活用して食堂を運営する事

業者を公募します。 

事業の目的 

食堂を運営することにより、来庁者及び職員の利便性の向上を図ります。 

事業の効果 

食堂を運営することにより、来庁者及び職員の利便性の向上を図ります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 394 

食堂を開業し、運営を行います。 

令和02年度 394 

食堂の運営を行います。 

令和03年度 394 

食堂の運営を行います。 

合計 1,182  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

食 堂 １ 箇 所 の 整 備  1箇所 - 
（見直し中） 

顧客満足度が高い食堂の運営  75％ 75％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策98-施策98 (計画外事業) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 1款-1項-1目     /  経常経費 

事業名 199 議会広報事業 

担当所属 議会事務局 事業期間 平成 08年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・「議会だより」を年４回発行し、新聞折込等を通じて、配布、配架します。 

・定例会における本会議の模様を、CATV296を通じて録画放送します。 

・本議会の会議録を市議会ホームページに掲載します。 

・本会議（定例会及び臨時会）の模様（ライブ中継・録画中継）をインターネットを活用し中継します。 

事業の目的 

議会の活動状況を広く市民に周知することを目的とします。 

事業の効果 

議会活動に関する情報を通して、市民の市政に対する関心と理解が高まります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 10,281 

議会だより、CATV296、インターネットを通じて、本会議などの議会の活動状況を

市民に周知します。 

令和02年度 10,281 

議会だより、CATV296、インターネットを通じて、本会議などの議会の活動状況を

市民に周知します。 

令和03年度 10,281 

議会だより、CATV296、インターネットを通じて、本会議などの議会の活動状況を

市民に周知します。 

合計 30,843  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度 令 和 0 2 年 度 令 和 0 3 年 度 

「議会だより」の年間発行部数（年 4 回発行）  216,000部 216,000部 

（見直し中） 

ラ イ ブ 中 継 実 施 日 数 25日 25日 

会議録検索システムによる本会議録閲覧件数  20,000件 20,000件 

インターネット中継利用件数（ライブ） 1,500件 1,500件 

インターネット中継利用件数（録画） 2,000件 2,000件 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策98-施策98 (計画外事業) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 1款-1項-1目     /  臨時経費 

事業名 303 議員改選時事業 

担当所属 議会事務局 事業期間 平成 23年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

議員改選に伴う事務事業を行います。 

事業の目的 

改選後の議員活動実施に必要な資料、備品等を整備します。 

事業の効果 

改選後の議員に必要な資料、備品等を整えることにより、速やかに議員活動を行うことができ、円滑

な議会運営が行われます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 820 

議員改選時に伴う事務事業 

令和02年度 0 

－ 

令和03年度 0 

－ 

合計 820  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

四 角 柱 黒 標 作 成 数  28本 － － 

四 角 柱 黒 標 整 備 の割 合  100％ － － 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策98-施策98 (計画外事業) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-4項-1目     /  経常経費 

事業名 596 選挙管理委員会運営事業 

担当所属 選挙管理委員会事務局 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・選挙管理委員会を適正に運営します。 

・3，6，9，12月に行われる定例委員会、選挙時等に臨時委員会を行います。 

・選挙人名簿（在外選挙人名簿を含む）の調製事務を行います。 

・裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定事務を行います。 

事業の目的 

法律で定められている選挙管理委員会事務を適切に遂行します。 

事業の効果 

選挙を適正に管理執行します。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 2,751 

・選挙管理委員会を適正に運営します 

・選挙管理委員会会議に関する事務を行います 

・適正に選挙人名簿の調製事務を行います 

・適正に裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定事務を行いま

す 

令和02年度 2,751 

選挙管理委員会を適正に運営します 

・選挙管理委員会会議に関する事務を行います 

・適正に選挙人名簿の調製事務を行います 

・適正に裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定事務を行いま

す 

令和03年度 2,751 

選挙管理委員会を適正に運営します 

・選挙管理委員会会議に関する事務を行います 

・適正に選挙人名簿の調製事務を行います 

・適正に裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定事務を行いま

す 

合計 8,253  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

選挙管理委員会会議の開催回数 4回 4回 
（見直し中） 

議 案 可 決 率  100％ 100％ 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策98-施策98 (計画外事業) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-4項-3目     /  臨時経費 

事業名 598 市長及び市議会議員選挙事業 

担当所属 選挙管理委員会事務局 事業期間 平成 30年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・立候補者届出に関する事務を行います。 

・選挙人名簿を適正に作成し、調整された選挙人名簿に基づき入場整理券の送付を行います。 

・選挙執行に向けた準備を行います。（各種報告事務、管理者・立会人及び事務従事者等の人員

の確保、投票所及び開票所の設営、ポスター掲示場の設置管理等） 

・適正な投票事務を行います。（期日前投票及び不在者投票を含む） 

・適正かつ迅速な開票事務を行います。 

・選挙終了後の各種事務を行います。（当選証書付与、各種報告事務、投・開票所の撤収、ポスタ

ー掲示場の撤去等） 

事業の目的 

適正な選挙の管理及び執行 

事業の効果 

選挙の手続きを適正に執行することにより、市長及び市議会議員の選出を公正に行うことができま

す。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 113,918 

・立候補者届等の事務を行います 

・選挙人名簿を適正に作成し、調製された選挙人名簿に基づき入場整理券の送

付を行います 

・期日前投票及び不在者投票を行います 

・選挙執行に向けた準備を行います 

・適正な投票事務を行います 

・適正かつ迅速な開票事務及び選挙終了後の各種事務を行います 

令和02年度 0 

－ 

令和03年度 0 

－ 

合計 113,918  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

投 票 率  50.16％ - - 

当 日 投 票 所 の 数  38箇所 - - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策98-施策98 (計画外事業) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-4項-2目     /  経常経費 

事業名 737 選挙啓発事業 

担当所属 選挙管理委員会事務局 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

選挙に関する啓発事業を行います。 

・選挙啓発広報紙を発行します 

・明るい選挙をテーマとした啓発作品を募集し、優秀作品を展示します 

・市内中学校を対象に、選挙機材を貸し出しします 

・選挙啓発冊子（小学生向け及び新成人向け）を配布します 

事業の目的 

有権者の意識の向上を目指すとともに、将来有権者となる児童及び生徒等が、選挙への関心を深

めることを目指します。 

事業の効果 

有権者の意識向上により、選挙が適正に行われるようになります。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 1,224 

・選挙啓発広報誌を発行します 

・明るい選挙をテーマとした啓発作品を募集し、優秀作品を展示します 

・市内中学校を対象に、選挙機材を貸し出しします 

・選挙啓発冊子（小学生向け及び新成人向け）を配布します 

・明るい選挙推進協議会委員に対する研修を行います 

令和02年度 1,224 

・選挙啓発広報誌を発行します 

・明るい選挙をテーマとした啓発作品を募集し、優秀作品を展示します 

・市内中学校を対象に、選挙機材を貸し出しします 

・選挙啓発冊子（小学生向け及び新成人向け）を配布します 

・明るい選挙推進協議会委員に対する研修を行います 

令和03年度 1,224 

・選挙啓発広報誌を発行します 

・明るい選挙をテーマとした啓発作品を募集し、優秀作品を展示します 

・市内中学校を対象に、選挙機材を貸し出しします 

・選挙啓発冊子（小学生向け及び新成人向け）を配布します 

・明るい選挙推進協議会委員に対する研修を行います 

合計 3,672  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

啓 発 事 業 実 施 数  6件 6件 
（見直し中） 

選 挙 制 度 の 周 知  3回 3回 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策98-施策98 (計画外事業) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-4項-4目     /  臨時経費 

事業名 861 県議会議員選挙事業 

担当所属 選挙管理委員会事務局 事業期間 平成 30年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・選挙人名簿を適正に作成し、調製された選挙人名簿に基づき入場整理券の送付を行います。 

・選挙執行に向けた準備を行います。（各種報告事務、管理者・立会人及び事務従事者等の人員

の確保、投票所及び開票所の設営、ポスター掲示場の設置管理等） 

・適正な投票事務を行います。（期日前投票及び不在者投票を含む） 

・適正かつ迅速な開票事務を行います。 

・選挙終了後の各種事務を行います。（各種報告事務、投・開票所の撤収、ポスター掲示場の撤去

等） 

事業の目的 

適正な選挙の管理及び執行 

事業の効果 

選挙の手続きを適正に執行することにより、県議会議員の選出を公正に行うことができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 46,047 

・選挙人名簿を適正に作成し、調製された選挙人名簿に基づき入場整理券の送

付を行います 

・選挙執行に向けた準備を行います 

・適正な投票事務を行います 

・適正かつ迅速な開票事務を行います 

・選挙終了後の各種事務を行います 

令和02年度 0 

－ 

令和03年度 0 

－ 

合計 46,047  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

投 票 率  39.52％ - - 

当 日 投 票 所 の 数  38箇所 - - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策98-施策98 (計画外事業) 

会計 / 区分 【会計】一般会計      /  臨時経費 

事業名 7290 県知事選挙事業 

担当所属 選挙管理委員会事務局 事業期間 平成 28年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・選挙人名簿を適正に作成し、調製された選挙人名簿に基づき入場整理券の送付を行います。 

・選挙執行に向けた準備を行います。（各種報告事務、管理者・立会人及び事務従事者等の人員

の確保、投票所及び開票所の設営、ポスター掲示場の設置管理等） 

・適正な投票事務を行います。（期日前投票及び不在者投票を含む） 

・適正かつ迅速な開票事務を行います。 

・選挙終了後の各種事務を行います。（各種報告事務、投・開票所の撤収、ポスター掲示場の撤去

等） 

事業の目的 

適正な選挙の管理及び執行 

事業の効果 

法定の手続きである選挙を適正に執行することにより、地方自治法の規定に基づく地方自治体の

事務を執行する代表者を公正に選出することができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 0 

 

令和02年度 61,832 

県知事選挙に関する事業 

・選挙人名簿を適正に作成し、調製された選挙人名簿に基づき入場整理券の送

付を行います 

・選挙執行に向けた準備を行います（各種報告事務、管理者・立会人及び事務従

事者等の人員の確保、投票所及び開票所の設営、ポスター掲示場の設置管理

等） 

・適正な投票事務を行います（期日前投票及び不在者投票を含む） 

・適正かつ迅速な開票事務を行います 

・選挙終了後の各種事務を行います（各種報告事務、投・開票所の撤収、ポスタ

ー掲示場の撤去等） 

令和03年度 0 

 

 

合計 61,832  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

投 票 所 数  - 38箇所 - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策98-施策98 (計画外事業) 

会計 / 区分 【会計】一般会計 2款-4項-5目     /  臨時経費 

事業名 9368 参議院議員選挙事業 

担当所属 選挙管理委員会事務局 事業期間 平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・選挙人名簿を適正に作成し、調製された選挙人名簿に基づき入場整理券の送付を行います。 

・選挙執行に向けた準備を行います。（各種報告事務、管理者・立会人及び事務従事者等の人員

の確保、投票所及び開票所の設営、ポスター掲示場の設置管理等） 

・適正な投票事務を行います。（期日前投票及び不在者投票を含む） 

・適正かつ迅速な開票事務を行います。 

・選挙終了後の各種事務を行います。（各種報告事務、投・開票所の撤収、ポスター掲示場の撤去

等） 

事業の目的 

適正な選挙の管理及び執行 

事業の効果 

選挙の手続きを適正に執行することにより、参議院議員の選出を公正に行うことができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 72,716 

参議院議員選挙 

・選挙人名簿を適正に作成し、調製された選挙人名簿に基づき入場整理券の送

付を行います 

・選挙執行に向けた準備を行います（各種報告事務、管理者・立会人及び事務従

事者等の人員の確保、投票所及び開票所の設営、ポスター掲示場の設置管理

等） 

・適正な投票事務を行います（期日前投票及び不在者投票を含む） 

・適正かつ迅速な開票事務を行います 

・選挙終了後の各種事務を行います（各種報告事務、投・開票所の撤収、ポスタ

ー掲示場の撤去等） 

令和02年度 0 

－ 

令和03年度 0 

－ 

合計 72,716  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

投 票 率  全国平均以上 - - 

投 票 所 数  38箇所 - - 
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総合計画の位置付け 第6章-基本施策98-施策98 (計画外事業) 

会計 / 区分 【会計】一般会計      /  臨時経費 

事業名 9370 衆議院議員選挙事業 

担当所属 選挙管理委員会事務局 事業期間 平成 30年度～平成31年度 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・選挙人名簿を適正に作成し、調製された選挙人名簿に基づき入場整理券の送付を行います。 

・選挙執行に向けた準備を行います。（各種報告事務、管理者・立会人及び事務従事者等の人員

の確保、投票所及び開票所の設営、ポスター掲示場の設置管理等） 

・適正な投票事務を行います。（期日前投票及び不在者投票を含む） 

・適正かつ迅速な開票事務を行います。 

・選挙終了後の各種事務を行います。（各種報告事務、投・開票所の撤収、ポスター掲示場の撤去

等） 

事業の目的 

適正な選挙の管理及び執行 

事業の効果 

選挙の手続きを適正に執行することにより、衆議院議員の選出を公正に行うことができます。 

【事業の概要】 

年度 事業費(千円) 事業内容 

平成31年度 0 

 

令和02年度 0 

 

令和03年度 65,385 

衆議院議員選挙 

・選挙人名簿を適正に作成し、調製された選挙人名簿に基づき入場整理券の送

付を行います 

・選挙執行に向けた準備を行います（各種報告事務、管理者・立会人及び事務従

事者等の人員の確保、投票所及び開票所の設営、ポスター掲示場の設置管理

等） 

・適正な投票事務を行います（期日前投票及び不在者投票を含む） 

・適正かつ迅速な開票事務を行います 

・選挙終了後の各種事務を行います（各種報告事務、投・開票所の撤収、ポスタ

ー掲示場の撤去等） 

合計 65,385  

【活動指標・成果指標】 

指標名 平 成 3 1 年 度  令 和 0 2 年 度  令 和 0 3 年 度  

投 票 率  - - 
（見直し中） 

投 票 所 数  - - 
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